
計画書１「指定管理業務実施にあたっての考え方、運営方針等」    

 

（１）指定管理業務全般を通じた団体等の総合的な運営方針、考え方（１）指定管理業務全般を通じた団体等の総合的な運営方針、考え方（１）指定管理業務全般を通じた団体等の総合的な運営方針、考え方（１）指定管理業務全般を通じた団体等の総合的な運営方針、考え方    

本公園の指定管理業務にあたっては、 

○ これまでの経験から得た各県立都市公園の設置目的への理解に基づき、 

行政の代行者として県民の福祉健康や緑・環境の保全を実現すること 

○ 各公園を神奈川県の魅力向上に資する貴重な財産ととらえ、県民をはじめと 

する利用者の皆さまに平等に、その価値を提供し続けること 

が私たちの使命であると考え、以下の運営の考え方に基づいて、高水準な利用環境の

維持と利用者の満足度の向上を目指した管理運営を行ってまいります。 

■安全で快適な利用空間の提供■安全で快適な利用空間の提供■安全で快適な利用空間の提供■安全で快適な利用空間の提供    

県立都市公園は神奈川県の貴重な財産であり、県民に安らぎをもたらすとともに、楽

しく活動するためのステージでもあります。「公の施設」として、誰もが安心して快適に

利用できる環境を提供します。 

○きめ細かい管理による利用環境の維持と安全確保 

○公平・公正な利用の確保 

○公園の特性をふまえた災害への備えの強化 

■より高い公益性の■より高い公益性の■より高い公益性の■より高い公益性の発揮発揮発揮発揮    

これまでに培った経験と財産を活かすとともに地域や関係団体との信頼関係とネット

ワークを活かし、地域社会に貢献します。 

○神奈川県の「かながわ未病改善宣言」に賛同し、 

具体的に取組む 

○みどり、環境、生物多様性の保全の普及啓発 

○環境に配慮した資源循環型管理の実践 

○公園管理における協働の促進と人材育成 

○障がい者施設等と連携した花苗生産と公園での活用 
 

■効率的、効果的な管理運営■効率的、効果的な管理運営■効率的、効果的な管理運営■効率的、効果的な管理運営    

公の施設として、常にＶＦＭ（バリューフォーマネー）を意識し、最小のコストで最大

の効果を発揮する効率的、効果的な管理運営を目指します。 

○複数施設の管理運営によるスケールメリットの発揮 

○大型機械の導入による業務効率化 

○これまでに培った人材や公園管理ノウハウの活用 

○従来からの信頼関係にもとづいた地域連携力の活用 

○防災と環境保護のための特定資産の活用 

 

公園周辺での緑化活動 



（２）当該公園の特性を踏まえた管理運営方針（２）当該公園の特性を踏まえた管理運営方針（２）当該公園の特性を踏まえた管理運営方針（２）当該公園の特性を踏まえた管理運営方針    

■本公園の特性■本公園の特性■本公園の特性■本公園の特性    

本公園は、昭和47年及び 50年の水害を機に、境川の洪水被害を軽減し県民の暮らしや

財産を守るためにつくられた境川遊水地の上部空間を利用して整備された公園です。少年

野球場や多目的グラウンド等の「スポーツ施設」や「ビオトープ」、河川管理施設として

の川の理解や遊水地機能についての情報を提供する「境川遊水地情報センター」が設置さ

れ、公園施設の維持管理に加え、遊水地機能の確保という特殊性を併せ持っています。 

私たちは平成 19 年の一部開園以降、遊水地としての機能確保を優先して本公園の管理

運営を行ってまいりました。異常気象時には、職員を迅速に配備し、園内の監視・情報提

供を実施するとともに、園内の門扉の施錠対応や公園利用者の安全確保、施設の利用制限

等を迅速かつ適切に行ってまいりました。これまでの管理運営、広報活動により、利用者

の遊水地機能に対する理解も高まり、事故も無く安全の確保が図られてきました。 

また、本公園のビオトープは水辺、水面、湿地といった多様な自然からなっており、面

積は約10.1ha あり、県内有数の規模を有しています。この自然資源は、遊水地機能をもつ

「公園」として整備されたことで、越流による負荷を前提としつつ、細やかな自然創出の

取組が行われてきました。現在では、都市の中の貴重な環境学習のフィールドとして幅広

い層の利用者に活用されています。 

さらに、広大な遊水地空間を活かしたスポーツ施設は、レクリエーションの場として

休日を中心に盛んに利用されていますが、越流が発生した場合は、利用者への影響が最小

限となるよう、越流水排出後の迅速な復旧が求められます。 

藤沢大和自転車道に隣接することも本公園の特徴の一つであり、サイクリング利用者

が休憩に立ち寄るスポットとなっています。 

■本公園の総合的な管理運営方針■本公園の総合的な管理運営方針■本公園の総合的な管理運営方針■本公園の総合的な管理運営方針    

このような特性をふまえ、私たちは本公園の総合的な管理運営方針として「川や自然の

営みにふれる スポーツと交流の拠点」を掲げ、３つのテーマを柱として、県民をはじめと

する利用者の皆さまが本公園での活動を通じて新しい発見や感動を味わい、心身ともに豊

かな生活を実感していただけるよう適切な管理運営を行います。 

 

 
 
 

 

①遊水地機能の確保を優先に考えた管理

②都市の中の豊かな自然環境の
保全・活用

川や自然の営みにふれる スポーツと交流の拠点

③利用者ニーズの開拓による
スポーツ施設の利用促進

 

    



①①①①遊水地機能の確保を遊水地機能の確保を遊水地機能の確保を遊水地機能の確保を優優優優先先先先に考えた管理に考えた管理に考えた管理に考えた管理    

私たちは、県の都市公園指定管理業務評価において、平成 22 年度から３年連続で「水

防体制」で「ｓ」の評価をいただいています。日頃より遊水地機能の確保を優先した維持

管理と確実な水防への取組を行います。また、遊水地に河川水

の流入が予想される場合は利用者の迅速な避難誘導による安全

確保、排水後には公園利用の早期復旧に取組みます。 

平常時には、遊水地機能等の普及啓発に努め、洪水時におけ

る本公園への理解と協力を促します。また、地域や利用者と連

携した訓練などを通じて、防災意識の向上を図ります。 

○洪水に備えた遊水地機能の確保を確実に実施します 

○遊水地に河川水流入が予想される場合は、利用者の安全確保を確実に実施します 

○遊水地機能等の普及啓発に努めます 

②都市の中の豊かな自然環境の保全・活用②都市の中の豊かな自然環境の保全・活用②都市の中の豊かな自然環境の保全・活用②都市の中の豊かな自然環境の保全・活用    

これまで私たちが創造に努めてきた水辺の自然豊かなビオトープを、維持管理の経験

や協働による調査を通じて集積したデータを活用し、今後も適正に保全していきます。ま

た、水辺に創出された自然とビオトープ管理の知識や技術を活

かして、地元自治体等とも連携し、環境学習の機会を提供する

とともに、ビオトープ管理の人材育成に協力します。 

○大学等との協働により、ビオトープを適正に保全します 

○ビオトープ管理の人材育成に貢献します 

○環境学習フィールドとしての利用をさらに促進します 

③利用者③利用者③利用者③利用者ニーズの開拓ニーズの開拓ニーズの開拓ニーズの開拓によるスポーツ施設の利用促進によるスポーツ施設の利用促進によるスポーツ施設の利用促進によるスポーツ施設の利用促進    

快適なスポーツ環境を整え、サービスを向上し、スポーツ施設の利用促進を図りま

す。また、アクティブシニアやサイクリングで訪れる利用者への対応など、利用者ニーズ

の掘り起こしにより、幅広い利用者層へのサービスを提供しま

す。さらに、広報を充実し、スポーツ施設の魅力を積極的に発

信し、平日の施設利用率の向上に繋げていきます。 

○健康・レクリエーション型スポーツメニューを提供します 

○スポーツ施設の快適な利用環境を整備します 

○新たな利用者向けの情報発信を充実します 

 

（３）利用者や地域住民、環境等に配慮した管理運営方針（３）利用者や地域住民、環境等に配慮した管理運営方針（３）利用者や地域住民、環境等に配慮した管理運営方針（３）利用者や地域住民、環境等に配慮した管理運営方針    

■平等な利用の確保■平等な利用の確保■平等な利用の確保■平等な利用の確保    

公園は、子供から高齢者、障がい者、外国の方などの利用者や、地域団体、ボランテ

ィア団体など様々な立場の方が利用されるため、私たちは関係法令や利用ルール等を遵守

し、公益財団法人としての使命感に基づいて平等な利用を確保します。  

また、安全で快適な利用環境を提供するとともに、積極的な情報発信を行い、できる

だけ多くの方々が本公園を利用していただけるよう利用機会の拡大に取組みます。 

遊水地の排水ゲート 

下飯田ビオトープ 

少年野球場の利用風景 



さらに、あらゆる方に対して利便性を向上させるため、ソフト面からユニバーサルデ

ザインに取組みます。 

■利用者や地域住民等の意見を反映した公園づくりの推進■利用者や地域住民等の意見を反映した公園づくりの推進■利用者や地域住民等の意見を反映した公園づくりの推進■利用者や地域住民等の意見を反映した公園づくりの推進    

私たちはこれまでの管理経験から、公園の運営においては地域との関わり、連携が大

変重要であると考えます。そのため、公園モニターや利用者アンケート等を活用して、利

用者や地域住民の声を取り入れながら、業務改善に反映させていきます。 

特に、本公園では従前から、周辺の自治会や近隣の学校とのつながりが強く、共催イ

ベントや野外授業などにも積極的に協力しています。また、ビオトープの維持管理にも多

くのボランティア団体がビオトープの維持管理に参加しており、これからも地域の一員と

して、地域住民や自治体、関係機関等と協力しながら、一体となって公園づくりを進めま

す。 

■環境に配慮した管理運営■環境に配慮した管理運営■環境に配慮した管理運営■環境に配慮した管理運営    

公園は神奈川の豊かな緑を構成する一部であり、自然の多様性に触れ、自然を大切に

する心を育む場所として環境配慮の重要性について普及啓発するための重要なフィールド

だと考えます。 

管理運営にあたっては、当協会が独自に構築した「環境マネジメントシステム」によ

り、環境負荷の軽減や資源循環型の維持管理（ゼロエミッション）等、総合的な環境マネ

ジメントを推進します。 

これに加えて、少年野球場など多くの利用者が訪れる施設では、ゴミの持ち帰り協力

を呼び掛け、利用者と一体となってゼロエミッションを推進します。 

さらに地域と連携して周辺道路の清掃活動を行う「ゴミゼロアクセス」などの取組みを

通じ、これからも身近な環境を大切にしていきます。 



計画書２「業務の一部を委託する場合の考え方、業務内容等」 

 

（１）当該公園の管理基準等を踏まえた効果的、（１）当該公園の管理基準等を踏まえた効果的、（１）当該公園の管理基準等を踏まえた効果的、（１）当該公園の管理基準等を踏まえた効果的、効率的な委託の考え方効率的な委託の考え方効率的な委託の考え方効率的な委託の考え方    

本公園は、少年野球場や多目的グラウンド等の運動施設があり、快適で清潔な利用環境

を保つために、高品質できめ細やかな維持管理が求められています。また、自然豊かなビ

オトープを今後も適切に保全し、生物多様性を高めるうえでも専門性の高い維持管理が必

要です。さらに、越流後の清掃による迅速な復旧も必要です。 

このため、本公園では、できるだけ直営できめ細かな維持管理を行うことを基本とし

ます。その上で、法律等で定められた点検業務、専門技術や資格、機械機器類を要する業

務、危険性を伴う業務については、効率的、効果的な観点から外部委託します。 

また、地域活性化の観点から地元企業等に委ねることが相応しい業務等については、外

部委託します。 

■具体的な委託業務内容■具体的な委託業務内容■具体的な委託業務内容■具体的な委託業務内容（おもなもの）    

区 分 管理項目 管理内容 業務内容 理 由 

植物管理 
芝生管理 

補植他 補植、エアレーション、

目土かけ、施肥 

大型機器を要するため 

草地管理 草刈 法面等の草刈り 傾斜地で危険を伴うため 

施設管理 

グラウンド 

管理 

スクリーニングス スクリーニングス敷均し 大型機器を要するため 

警備 
有人警備 年末年始の巡回警備 免許、専門的技術を要する

ため 

清掃管理 

ゴミ処理 一般ゴミ・廃棄物 ゴミ・残材運搬・処理 免許が必要な専門業者 

特別清掃 
越流後の復旧清掃 散在塵芥、堆積土の収集

・清掃 

大型機器を要し、早期復旧

が求められるため 

    

    

（２）委託先の選定方法（２）委託先の選定方法（２）委託先の選定方法（２）委託先の選定方法    

委託先の選定にあたっては、競争性・透明性・

公平性の確保と業務の品質確保に十分配慮して公

募型競争入札を基本とし、適正な選定を行いま

す。 

そのため、公益財団法人神奈川県公園協会会計

規程をはじめとする右記の関係諸規程によって、

選定の手順や条件を明文化しています。 
 

選定に関する規程 

・公益財団法人神奈川県公園協会会計規程 

・公益財団法人神奈川県公園協会会計規程の

運用について 

・競争入札参加要件等選定委員会要領 

・競争入札参加要件設定に係る基準 

・指名業者選定基準 

    
      芝生の補植        越流後の清掃       越流後の堆積土の除去作業 



 
委託先の選定にあたっては、県の入札手続きを参考に募集開始から入札まで一定の期

間を設け、幅広く応募していただけるように、募集内容を協会ＨＰや公園の掲示板に張り

出すなどして、広く公表しています。 

委託先は原則として、県の競争入札参加資格名簿に登録された者から選定し、業務の

水準を確保します。また、専門性の高い一部の業務を除く全ての業務について地元を優先

する地域要件を設けています。 

 

（３）県内（地域）経済への配慮、県内（地域）企業への委託の考え方（３）県内（地域）経済への配慮、県内（地域）企業への委託の考え方（３）県内（地域）経済への配慮、県内（地域）企業への委託の考え方（３）県内（地域）経済への配慮、県内（地域）企業への委託の考え方    

地域の企業はその地域に精通していることで、迅速かつきめ細かい対応が可能です。

また、地域経済への貢献や地域連携といった視点からも効果が期待できるため、本公園で

は、横浜市内の企業を中心として、すべての業務を県内企業に委託してきました。 

また今後とも、地域雇用の確保、社会的ニーズへの対応といった観点から、シルバー

人材センターや社会福祉法人、ＮＰＯ法人等の地元非営利団体の活用も図り、引き続き地

域の力を活用していきます。    

 

 
＜付属書類＞委託予定業務一覧表（別添） 



計画書３「施設の維持管理」 

 

（１）植物管理、清掃、保守点検、受付等の維持管理業務についての実施方針（１）植物管理、清掃、保守点検、受付等の維持管理業務についての実施方針（１）植物管理、清掃、保守点検、受付等の維持管理業務についての実施方針（１）植物管理、清掃、保守点検、受付等の維持管理業務についての実施方針    

本公園は、公園全体が遊水地としての機能を有する公園です。そのため、開園以来、

私たちは河川管理に精通した職員を配置し、遊水地機能の確保を第一とした維持管理を行

ってきました。その結果、県の指定管理業務評価では、平成22年度から３箇年連続で「水

防体制」「清潔さ」で「s」の評価をいただきました。 

今後も、遊水地機能の確保を最優先とする維持管理を大前提に、これまで培ってきた

管理運営の経験と専門的なノウハウを活かし、以下の方針のもと、確実な維持管理を行い

ます。 

■■■■ビオトープを中心とした植物管理の実施ビオトープを中心とした植物管理の実施ビオトープを中心とした植物管理の実施ビオトープを中心とした植物管理の実施    

本公園のビオトープは、都市の中の生物多様性の高い自然環境として非常に価値のあ

る空間です。この豊かな自然資源をさらに充実し、次世代へ引き継いでいくため、生物多

様性を高める維持管理を行います。 

■■■■安全・安心・快適な利用を支える清掃や保守点検の実施安全・安心・快適な利用を支える清掃や保守点検の実施安全・安心・快適な利用を支える清掃や保守点検の実施安全・安心・快適な利用を支える清掃や保守点検の実施    

常に清潔さを保つため、日常清掃に加えて、管理作業や巡回等の際、職員が意識的に

ゴミを拾ったり、簡易な清掃を行い、美観の維持を徹底します。また、建物や設備の不具

合の修繕については早期発見・早期対応に努め、施設の長寿命化を図ります。 

■■■■丁寧な対応と効率的な事務処理による受付業務等の実施丁寧な対応と効率的な事務処理による受付業務等の実施丁寧な対応と効率的な事務処理による受付業務等の実施丁寧な対応と効率的な事務処理による受付業務等の実施    

スポーツ施設の利用受付や窓口案内、巡回時の挨拶等においては、丁寧な対応と効率

的な事務処理を心がけ、利用者満足度の向上に努めます。 

 

（２）当該公園の特性と課題を踏まえた維持管理の考え方（２）当該公園の特性と課題を踏まえた維持管理の考え方（２）当該公園の特性と課題を踏まえた維持管理の考え方（２）当該公園の特性と課題を踏まえた維持管理の考え方    

■■■■遊遊遊遊水地機能の確保と越流後の速やかな復旧を優先した維持管理水地機能の確保と越流後の速やかな復旧を優先した維持管理水地機能の確保と越流後の速やかな復旧を優先した維持管理水地機能の確保と越流後の速やかな復旧を優先した維持管理    

異常気象時における速やかな遊水地機

能の確保と復旧を優先し、独自に作成し

た「大雨・洪水時活動マニュアル」のも

と、迅速かつ適切な維持管理を行いま

す。 

 

 

治水機能保全の視点に立った

施設管理 

・河川管理実務経験者の配置 

・園内の利用制限の周知・徹底 

・設置工作物の事前撤去 

・神奈川県雨量水位情報等インターネット活用による早期情報収集 

洪水発生時や施設復旧時の公

園情報発信の充実 

・速やかな復旧に向けた園内復旧予定の情報発信（掲示板、ブログ、

ツイッター） 

・公園ホームページでの越流時の動画などを配信 

  
越流前後の園内景観の変化 



■生物多様性を高める植物管理の実施■生物多様性を高める植物管理の実施■生物多様性を高める植物管理の実施■生物多様性を高める植物管理の実施    

本公園は遊水地で、河川水の流入による大きな撹乱がある中

で、豊富な水量ある湧水が創出する水辺（池・小川）・湿地環

境、またその周囲に配置される平地・法面の草地環境、さらに

は園地に近接する境川・和泉川の河川環境など、生物の多様性

を育む様々な自然環境よって形成されています。これら動植物

の生息・生育環境を保全し、より豊かな自然環境を利用者へ提

供するため、大学等の研究機関や自然観察団体との連携によっ

て得られたデータや実績に基づき、ビオトープを中心に生物多

様性を高める維持管理を行います。 

植物管理による植生遷移の抑制、希少種の保全・増殖、外来

種の駆除または生育抑制、湿地環境の維持等について、計画的

に取組みます。 

○維持管理を通じたビオトープに関するデータ収集と知見の蓄積 

・独自の生物モニタリング調査の継続 

・大学等の研究機関・自然観察団体等と連携したデータの収集・蓄積と利用者への

情報発信 

・ビオトープの維持管理計画へのフィードバック 

○ボランティアとの協働による計画的な維持管理 

・（仮称）境川遊水地公園ビオトープ維持管理計画の策定 

計画案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生物多様性向上への効果の検証とフィードバック（日本大学との共同研究として） 

・維持管理作業がもたらす動植物への生態的効果の検証 

・維持管理へのフィードバック 

 

 
ビオトープ維持管理 

作業の様子 



ゾーン 特性と課題 維持管理のポイント 

広場 

ゾーン 

法面草地 噴水広場やせせらぎ水路、花

壇が利用者の憩いの場とな

っている。 

立入り制限のある自然創出

ゾーンに代わり、利用者が水

辺に親しみ、ビオトープの雰

囲気を味わうことのできる

環境、自然体験・観察、環境

学習の場としての活用が期

待される。 

また、園内の花壇は越流によ

る影響を受けることが前提

となるが、中～小規模花壇に

季節の草花を植え、園内の花

修景を行う。 

・選択的な除草による在来植物の保全 

・外来植物の駆除 

・直翅目を代表とした地上徘徊性生物の生息

地の保全 

・草地性鳥類の生息・利用環境の保全 

・自然観察ポイントづくり 

せせらぎ水路 

および周辺草地 

・定期的な植物管理による在来植物の保全 

・水辺の修景 

・外来植物の駆除 

・水生生物の保全地づくり 

・自然観察ポイントづくり 

沈砂池 ・水辺の絶滅危惧植物の保全 

・水辺の修景 

・緑化による水生・底生生物の生息地づくり 

・自然観察ポイントづくり 

芝生 ・養生期間の導入の検討 

花壇 ・春、冬「菜の花」、夏「ヒマワリ」、秋「コ

スモス」等を植え、園内の修景づくり 

・来園者への花の摘み取りイベントに活用 

・昆虫類（チョウ類等）の誘引 

自然創出 

ゾーン 

ビオトープ これまでの自然創出の取組

によって、非常に生物多様性

豊かな空間が魅力となって

いる。 

多様な生き物の生息・生育環

境を保全し、今後さらに生物

多様性を高めていくための

管理が必要となる。 

・定期的な植物管理による植生遷移の抑制 

・開放水面および密度の異なる植生を維持し

た湿地づくり（昆虫類、魚類、水鳥の生息

・利用・繁殖地づくり） 

・外来生物カダヤシの駆除 

・自然観察ポイントづくり 

・眺望ポイントづくり 

 

■■■■越流後越流後越流後越流後の利用への影響を最小限にとの利用への影響を最小限にとの利用への影響を最小限にとの利用への影響を最小限にとどめるスポーツ施設の管理どめるスポーツ施設の管理どめるスポーツ施設の管理どめるスポーツ施設の管理    

スポーツ施設については、利用者に快適なスポーツ・レクリ

エーション空間の利用を提供するため、日常的な維持管理に加

え、越流水の排水後の迅速な復旧により利用者への影響を最小

限にする維持管理を行います。 

また、本公園のスポーツ施設は低地にあり、自然植生の法面

に囲まれているため、冠水や強風により雑草の種子が入り込み

ます。加えて、過湿気味であるため病虫害の発生も多く見込

まれますが、ビオトープが隣接するため、薬品使用は極力避

ける必要があります。このような状況を踏まえて、環境にや

さしいスポーツ施設の維持管理を行います。 

 

 

管理の課題 対象施設 維持管理のポイント 

越流後の迅速な復旧 園内全域 ・県藤沢土木事務所と協議の上、清掃計画を立案 

・有料施設を開放するための現場までの動線確保 

・直営作業と専門技術を持った業者への委託発注による、並

行した復旧作業の実施 

 

 
グラウンド整備 

 
地下水を使用した芝生散水 



管理の課題 対象施設 維持管理のポイント 

オーバーユースと越流に

よる芝生への負荷対策 

少年野球場 

多目的グラウンド 

・専門家による芝生の管理技術指導に基づく補植 

環境にやさしい維持管理 少年野球場 

多目的グラウンド 

・卵の殻を原料とした石灰などの使用 

・地下水使用による芝生散水 

・除草剤を使用しない維持管理 

より快適な空間を利用者

へ提供するための県藤沢

土木事務所への提案 

園内全域 ・河川の植栽基準を踏まえた植栽の段階的導入 

・日除け施設の設置 

その他の取組 少年野球場 ・立地の特性上、用具倉庫を施設に隣接して設置できないた

め、職員が少年野球・ソフトボールの用具の運搬・回収を

実施 

■施設の清掃・保守点検の実施■施設の清掃・保守点検の実施■施設の清掃・保守点検の実施■施設の清掃・保守点検の実施    

誰もが安心して利用できる公園として、巡視を強化し迅速な保守・点検に努めるとと

もに、こまめな清掃により清潔感を保ちます。また、これまで長期にわたり施設や設備を

維持管理してきた実績やノウハウを活かし、老朽化施設について安全点検を強化し、県と

の協議のうえ改修計画等にもとづき長寿命化を目指した維持管理に努めます。 

（青字は基準書以上の独自の取組みです） 

園内巡視 ・毎日３回実施 

・特にトイレ等、死角が生ずる場所や修繕中の施設、工事現場の近くに重

点を置いて実施 

清掃（噴水広場及び多

目的グラウンド足洗

い場） 

・夏期は利用が多く、コケの発生も早いため、こまめな清掃により安全性

と快適性を確保 

・噴水池清掃は、夏期（７～９月）に基準が週1回のところ夏期２回実施 

清掃（トイレ） ・広場利用が多い繁忙期には、水準以上のトイレ清掃を実施し、快適さを

維持 

安全点検 ・月１回の重点点検を実施（目視に加え触診及び動作確認等を実施） 

・散水設備など専門機械類に関しては、年に１回以上専門業者への委託に

より点検 

施設設備の修繕 ・上記安全点検時に異常箇所を確認次第、随時実施 

・トイレの詰まりには可能な限り早期利用再開に努める 

■■■■効率的効率的効率的効率的なななな維持管理維持管理維持管理維持管理    

業務の集約化、省力化と無駄の見直し等により業務の効率性を高めるとともに、施設

の現状を踏まえた確実な維持管理を実施します。 

なお、効率化により生み出された時間は、管理運営の充実や利用者サービス向上に充

当し、維持管理の充実を図ります。 
 
有資格者等の配置 ・公園管理運営士、ビオトープ管理士 

・30 年以上の行政経験、15 年以上の河川管理経験を持つ職員を園長

として配置 

業務効率化の取組 ・管理マニュアルの整備 

・公園管理データベースシステムでの点検や修繕の維持管理情報蓄積 

管理水準を担保する仕組み ・定期的なモニタリングの実施 

・自己点検表を用いた確認と検証 

・施設特性を踏まえた専門業者への業務発注 

合理化によるコスト縮減 ・複数年契約や資材との一括発注、他公園との一括発注の実施 

・植物発生材のリサイクル化による活用 
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月
９

月
１

０
月

　
年

 間
 維

 持
 管

 理
 計

 画
 表

　
年

 間
 維

 持
 管

 理
 計

 画
 表

　
年

 間
 維

 持
 管

 理
 計

 画
 表

　
年

 間
 維

 持
 管

 理
 計

 画
 表

管
理

項
目

業
務

内
容

管
理

エ
リ

ア
基

準
書

計
画

数
量

作
業

時
期

備
考

植 物 管 理

芝
生

管
理

芝
生

管
理

エ
ア

レ
ー

シ
ョ

ン 目
土

か
け

施
肥



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公
園

名
：
境

川
遊

水
地

公
園

実
施

回
数

実
施

回
数

多
目

的
グ

ラ
ウ

ン
ド

園
路

沿
い

、
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
周

り
4
1
1

㎡
2
回

/
年

4
1
1

㎡
2
回

/
年

必
要

に
応

じ
灌

水
、

施
肥

、
土

壌
改

良
を

併
せ

て
実

施

正
門

脇
、

俣
野

遊
水

地
園

路
沿

い
3
2

㎡
3
回

/
年

7
3

㎡
3
回

/
年

基
準

以
上

の
実

施

今
田

ウ
ェ

ル
カ

ム
ガ

ー
デ

ン
4
0

㎡
4
回

/
年

4
0

㎡
4
回

/
年

花
が

ら
摘

み
、

除
草

必
要

に
応

じ
て

必
要

に
応

じ
て

灌
水

必
要

に
応

じ
て

必
要

に
応

じ
て

ポ
ケ

ッ
ト
パ

ー
ク

花
壇

管
理

ポ
ケ

ッ
ト

パ
ー

ク
花

壇
1
6
4

㎡
必

要
に

応
じ

て
1
6
4

㎡
必

要
に

応
じ

て

屋
上

庭
園

管
理

情
報

セ
ン

タ
ー

屋
上

1
式

必
要

に
応

じ
て

1
式

必
要

に
応

じ
て

ト
イ

レ
棟

周
辺

花
壇

管
理

4
6

㎡
必

要
に

応
じ

て
4
6

㎡
必

要
に

応
じ

て

プ
ラ

ン
タ

ー
リ

ー
ス

情
報

セ
ン

タ
ー

周
辺

4
㎡

必
要

に
応

じ
て

4
㎡

必
要

に
応

じ
て

平
地

A
（
園

路
・
噴

水
広

場
・
駐

車
場

等
）

7
,5

0
0

㎡
1
回

/
年

7
,5

0
0

㎡
6
回

/
年

平
地

B
（
せ

せ
ら

ぎ
水

路
周

辺
）

2
,2

0
0

㎡
1
～

3
回

/
年

2
,2

0
0

㎡
1
～

3
回

/
年

堤
防

A
（
2
次

池
：
管

理
重

視
）

下
飯

田
遊

水
地

1
2
,8

0
0

㎡
2
回

/
年

+
冬

季
（
必

要
に

応
じ

て
）

1
2
,8

0
0

㎡
2
回

/
年

+
冬

季
（
必

要
に

応
じ

て
）

堤
防

B
（
2
次

池
：
生

物
重

視
）

俣
野

遊
水

地
7
,9

0
0

㎡
2
回

/
年

+
冬

季
（
必

要
に

応
じ

て
）

7
,9

0
0

㎡
2
回

/
年

+
冬

季
（
必

要
に

応
じ

て
）

堤
防

A
B

の
外

周
歩

道
側

法
肩

、
法

部
の

階
段

両
脇

、
下

飯
田

中
段

園
路

両
脇

（
各

幅
1
m

）
2
,6

0
0

㎡

3
回

/
年

堤
防

Ａ
・
Ｂ

に
含

ま
れ

る
場

所
で

、
園

路
等

の
両

サ
イ

ド
１

m
部

分
的

に
実

施

2
,6

0
0

㎡

4
回

/
年

堤
防

Ａ
・
Ｂ

に
含

ま
れ

る
場

所
で

、
園

路
等

の
両

サ
イ

ド
１

m
部

分
的

に
実

施

基
準

以
上

の
実

施

植 物 管 理

花
壇

管
理

㎡

草
地

管
理

草
地

管
理

草
刈

機
械

除
草

草
花

管
理

既
存

植
物

撤
去

、
施

肥
、

土
壌

改
良

、
草

花
・
球

根

等
植

付
け

正
門

脇
、

俣
野

遊
水

地
園

路
沿

い
、

多
目

的
グ

ラ
ウ

ン
ド

園
路

沿
い

、
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
周

り

草
花

植
付

5
1
2

㎡
5
1
2

１
１

月
１

２
月

１
月

２
月

３
月

規
模

・
単

位
規

模
・
単

位
４

月
５

月
６

月
７

月
８

月
９

月
１

０
月

　
年

 間
 維

 持
 管

 理
 計

 画
 表

　
年

 間
 維

 持
 管

 理
 計

 画
 表

　
年

 間
 維

 持
 管

 理
 計

 画
 表

　
年

 間
 維

 持
 管

 理
 計

 画
 表

管
理

項
目

業
務

内
容

管
理

エ
リ

ア
基

準
書

計
画

数
量

作
業

時
期

備
考



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公
園

名
：
境

川
遊

水
地

公
園

実
施

回
数

実
施

回
数

ビ
オ

ト
ー

プ
A
（
１

次
池

）
堤

防
法

面
7
,5

0
0

㎡
1
回

/
年

7
,5

0
0

㎡
1
回

/
年

生
物

多
様

性
に

配
慮

し
て

一
定

量
を

刈
り

残
す

管
理

を
行

う
。

必
要

に
応

じ
て

冬
季

に
も

実
施

ビ
オ

ト
ー

プ
B
（
１

次
池

）
堤

防
法

面
4
,0

0
0

㎡
1
回

/
年

4
,0

0
0

㎡
1
回

/
年

生
物

多
様

性
に

配
慮

し
て

一
定

量
を

刈
り

残
す

管
理

を
行

う
。

必
要

に
応

じ

て
冬

季
に

も
実

施

自
然

堤
防

A
B

の
外

周
歩

道
側

法
肩

、
法

部
の

階
段

両
脇

（
各

幅
1
m

）
8
4
0

㎡
３

回
/
年

8
4
0

㎡
３

回
/
年

今
田

遊
水

地
二

次
池

（
広

場
ゾ

ー
ン

）
5
,7

0
0

㎡
4
～

6
回

/
年

5
,7

0
0

㎡
4
～

6
回

/
年

今
田

遊
水

地
護

岸
（
周

囲
堤

・
囲

繞
堤

）
6
,2

7
0

㎡
2
～

3
回

/
年

6
,2

7
0

㎡
2
～

3
回

/
年

※
面

積
は

、
斜

面
堰

園
内

草
地

1
式

3
回

/
年

1
式

3
回

/
年

1
,3

6
6

㎡
4
～

5
回

/
年

1
,3

6
6

㎡
4
～

5
回

/
年

1
0
0

㎡
3
回

/
年

1
0
0

㎡
3
回

/
年

6
9
0

㎡
4
回

/
年

6
9
0

㎡
4
回

/
年

俣
野

自
然

創
出

ゾ
ー

ン
（
１

次
池

）
湿

地
、

流
れ

㎡
１

回
/
年

㎡
１

回
/
年

下
飯

田
ﾋ
ﾞｵ

ﾄｰ
ﾌ
ﾟ

㎡
１

回
/
年

㎡
１

回
/
年

今
田

一
次

池
㎡

１
回

/
年

㎡
１

回
/
年

俣
野

ﾋ
ﾞｵ

ﾄｰ
ﾌ
ﾟ池

内
の

島
㎡

１
回

/
年

㎡
１

回
/
年

下
飯

田
ﾋ
ﾞｵ

ﾄｰ
ﾌ
ﾟ池

内
の

島
㎡

１
回

/
年

㎡
１

回
/
年

今
田

ビ
オ

ト
ー

プ
内

の
島

㎡
１

回
/
年

㎡
１

回
/
年

俣
野

自
然

創
出

ゾ
ー

ン
（
１

次
池

）
1

式
1
～

2
回

/
年

1
式

1
～

2
回

/
年

下
飯

田
自

然
創

出
ゾ

ー
ン

（
１

次
池

）
1

式
0
～

2
回

/
年

1
式

0
～

2
回

/
年

今
田

1
式

1
～

2
回

/
年

1
式

1
～

2
回

/
年

機
械

等
点

検
整

備
1

式
必

要
に

応
じ

て
1

式
必

要
に

応
じ

て

物
品

等
購

入
1

式
必

要
に

応
じ

て
1

式
必

要
に

応
じ

て
共

通
管

理

1
3
,4

1
0

特
殊

管
理

湿
地

管
理

ビ
オ

ト
ー

プ
手

入
れ

ｶ
ﾞﾏ

の
穂

刈
り

、
ｾ
ｲ
ﾀｶ

ｱ
ﾜ

ﾀﾞ
ﾁ

ｿ
ｳ

の
除

去
、

ｱ
ｼ
等

の
間

引
き

1
3
,4

1
0

機
械

・
人

力
除

草

水
み

ち
造

成

植 物 管 理

草
地

管
理

草
地

管
理

機
械

除
草

人
力

除
草

ガ
マ

の
穂

が
飛

散
し

な
い

よ
う

時
期

を

見
定

め
て

実
施

す
る

。
ｾ
ｲ
ﾀｶ

ｱ
ﾜ

ﾀﾞ
ﾁ

ｿ
ｳ
の

除
去

は
必

要
に

応
じ

て
随

時
実

施

１
１

月
１

２
月

１
月

２
月

３
月

規
模

・
単

位
規

模
・
単

位
４

月
５

月
６

月
７

月
８

月
９

月
１

０
月

　
年

 間
 維

 持
 管

 理
 計

 画
 表

　
年

 間
 維

 持
 管

 理
 計

 画
 表

　
年

 間
 維

 持
 管

 理
 計

 画
 表

　
年

 間
 維

 持
 管

 理
 計

 画
 表

管
理

項
目

業
務

内
容

管
理

エ
リ

ア
基

準
書

計
画

数
量

作
業

時
期

備
考

草
刈



 

 

 

 

 

公
園

名
：
境

川
遊

水
地

公
園

実
施

回
数

実
施

回
数

巡
回

警
備

年
末

年
始

巡
回

警
備

園
内

1
式

6
日

/
年

1
式

6
日

/
年

1
2
/
2
9
～

1
/
3

今
田

管
理

セ
ン

タ
ー

通
年

1
式

通
年

境
川

遊
水

地
情

報
セ

ン
タ

ー
1

式
県

土
木

委
託

バ
ッ

ク
ネ

ッ
ト

点
検

少
年

野
球

場
2

箇
所

3
回

/
年

2
箇

所
3
回

/
年

グ
ラ

ウ
ン

ド
防

球
ネ

ッ
ト

点
検

少
年

野
球

場
Ａ

1
箇

所
3
回

/
年

1
箇

所
3
回

/
年

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

点
検

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

1
箇

所
3
回

/
年

1
箇

所
3
回

/
年

5
面

園
路

・
橋

り
ょ

う
1

箇
所

3
回

/
年

1
箇

所
3
回

/
年

路
面

の
点

検

園
路

1
箇

所
3
回

/
年

1
箇

所
3
回

/
年

少
年

野
球

場
、

多
目

的
グ

ラ
ウ

ン
ド

1
式

3
回

/
年

1
式

3
回

/
年

今
田

1
式

3
回

/
年

1
式

3
回

/
年

俣
野

噴
水

池
・
足

洗
い

場
2

箇
所

3
回

/
年

2
箇

所
3
回

/
年

今
田

噴
水

地
・
手

洗
い

場
1

箇
所

3
回

/
年

1
箇

所
3
回

/
年

噴
水

今
田

噴
水

1
箇

所
１

回
/
年

1
箇

所
１

回
/
年

グ
ラ

ウ
ン

ド
点

検
・
管

理
少

年
野

球
場

、
多

目
的

グ
ラ

ウ
ン

ド
3

箇
所

3
回

/
年

3
箇

所
3
回

/
年

消
化

槽
点

検
ポ

ケ
ッ

ト
パ

ー
ク

ト
イ

レ
1

箇
所

必
要

に
応

じ
て

1
箇

所
必

要
に

応
じ

て

エ
ネ

フ
ァ

ー
ム

等
ガ

ス
機

器
の

点
検

ト
イ

レ
棟

1
式

必
要

に
応

じ
て

1
式

必
要

に
応

じ
て

監
視

カ
メ

ラ
装

置
1

式
1
回

/
年

1
式

1
回

/
年

消
防

装
置

1
式

2
回

/
年

1
式

2
回

/
年

自
動

ド
ア

保
守

点
検

1
式

4
回

/
年

1
式

4
回

/
年

空
調

機
械

保
守

点
検

1
式

1
～

2
回

/
年

1
式

1
～

2
回

/
年

設
備

点
検

グ
ラ

ウ
ン

ド
防

球
ネ

ッ
ト

点
検

少
年

野
球

場
Ａ

1
式

毎
日

1
式

毎
日

柵
・
門

扉
等

1
式

毎
日

1
式

毎
日

園
路

・
橋

り
ょ

う
1

式
毎

日
1

式
毎

日

俣
野

噴
水

池
・
流

れ
1

式
毎

日
1

式
毎

日

足
洗

い
場

1
式

毎
日

1
式

毎
日

ト
イ

レ
1

式
毎

日
1

式
毎

日

更
衣

室
、

シ
ャ

ワ
ー

室
1

式
毎

日
基

準
以

上
の

実
施

県
藤

沢
土

木
事

務
所

と
協

議
し

必
要

に
応

じ
て

廃
止

階
段

・
ス

ロ
ー

プ
1

式
毎

日
1

式
毎

日

ベ
ン

チ
等

1
式

毎
日

1
式

毎
日

今
田

管
理

セ
ン

タ
ー

1
式

毎
日

1
式

毎
日

施 設 管 理

工
作

物

管
理

日
常

点
検

工
作

物
点

検

　
年

 間
 維

 持
 管

 理
 計

 画
 表

　
年

 間
 維

 持
 管

 理
 計

 画
 表

　
年

 間
 維

 持
 管

 理
 計

 画
 表

　
年

 間
 維

 持
 管

 理
 計

 画
 表

管
理

項
目

業
務

内
容

管
理

エ
リ

ア
基

準
書

計
画

数
量

作
業

時
期

備
考

規
模

・
単

位
規

模
・
単

位
４

月
５

月
６

月
７

月
８

月
９

月
１

０
月

１
１

月
１

２
月

１
月

２
月

３
月

設
備

点
検

警
備

式

園
路

・
橋

り
ょ

う
点

検

機
械

警
備

夜
間

侵
入

者
通

報
シ

ス
テ

ム
1

散
水

設
備

点
検

噴
水

ポ
ン

プ
・
足

洗
い

場
ポ

ン
プ

点
検

定
期

点
検

安
全

点
検



 

 

 

 

 

 

 

 

 

公
園

名
：
境

川
遊

水
地

公
園

実
施

回
数

実
施

回
数

今
田

：
柵

・
門

扉
等

1
式

毎
日

1
式

毎
日

今
田

：
園

路
1

式
毎

日
1

式
毎

日

今
田

噴
水

地
・
流

れ
1

式
毎

日
1

式
毎

日

今
田

：
手

洗
い

場
1

式
毎

日
1

式
毎

日

今
田

：
階

段
・
ス

ロ
ー

プ
1

式
毎

日
1

式
毎

日

今
田

：
ベ

ン
チ

等
1

式
毎

日
1

式
毎

日

照
明

灯
・
人

道
橋

照
明

設
備

1
式

1
回

/
月

1
式

1
回

/
月

今
田

照
明

灯
1

式
1
回

/
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日
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式
毎
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毎
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日

ト
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レ
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開
閉

開
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橋
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広
場

ト
イ

レ
棟

、
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新
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ケ
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な
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レ
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式
毎
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1

式
毎
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じ
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に
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に
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式
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時
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じ
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２
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0
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計画書４「利用促進のための取組」 

（１）より多くの利用を図るために実施する事業の実施方針、内容等の考え方（１）より多くの利用を図るために実施する事業の実施方針、内容等の考え方（１）より多くの利用を図るために実施する事業の実施方針、内容等の考え方（１）より多くの利用を図るために実施する事業の実施方針、内容等の考え方    

■事業の実施方針■事業の実施方針■事業の実施方針■事業の実施方針    

○日常的な公園利用者の満足度向上    

ウォーキング等の散策やテニスなどのスポーツ活動による健康づくりを目的とする

公園利用者、平日の親子での利用者など、日常的なリピーターの満足度を高めるため

のサービスを提供します。 

○スポーツ施設の利用率の向上 

幅広い利用者層を対象としたスポーツ・レクリエーションのプログラム提供やイベ

ントの実施により、平日・休日の有料施設のさらなる利用率向上を図ります。 

○幅広い学習ニーズへの対応 

ビオトープ管理で得られた知見を活かした自然環境学習イベントをさらに充実しま

す。また、幅広い学習ニーズに応えるため、新たな治水・水害対策も含めた川の環境

学習や地域の歴史学習等といった生涯学習プログラムを提供し、利用者層の拡大を図

ります。 

■実施する事業の内容■実施する事業の内容■実施する事業の内容■実施する事業の内容    

○年間を通じたイベント等の開催による公園のにぎわいづくり 

本公園を訪れるきっかけづくりとして、継続的なイベントの実施や企画展示等によ

り、年間を通じたにぎわいを創出します。 

 

季節に合わせて実施

するイベント 

【春】花植え・花壇づくり活動 
【夏】七夕飾り 
【秋】ススキ刈り、コスモスの+花摘み 
【冬】新春ふれあいフェスタ、凧上げ・凧展示、正月飾りづくり、初日の出
観賞（鷺舞橋の早朝開放） 

【通年】クラフト教室、境川の歴史探訪、バードカービング教室への協力 

河川管理者と連携し

た情報センターを活

用したイベント 

・各種教室の開催（クラフト教室等） 
・遊水地写真展の開催 
・木のぬくもり展（バードカービング教室作品展示） 
・地域サークルによる企画展示 

 

○健康づくりやレクリエーション型のスポーツメニューの提供 

地域団体等との連携により、健康づくりやレクリエーション型のメニューを提供し、

スポーツ施設の平日利用を促進し、施設利用率を高めます。 

また、本公園に立ち寄る多くのサイクリング利用者に向けた情報発信やサービスを充

実し、本公園の利用者の増加を図ります。 

その他、令和元年度新規開園した今田遊水地の芝生広場を活用し、パークヨガを継続

して実施することで、地域住民の健康づくりに寄与し、今田遊水地の認知度を上げること

で、本公園の利用者の増加を図ります。 
 
 



 
アクティブシニアを対象

とした健康スポーツ教室

の開催 

・地域のテニススクールとの連携による初心者テニス教室 

・グラウンドゴルフ講習会 

各種スポーツ団体・レク

リエーション団体への利

用の誘致 

・地域のマラソン大会・運動会・ウォーキング大会の誘致 

・平日の少年野球場、多目的グラウンドの利用団体誘致 

ウォーキング利用者への

サービスの充実 

・周辺ウォーキングガイドマップの作成・配布 

・ウォーキングキロポストの製作 

サイクリング利用者向け

サービスの充実 

・自転車メンテナンスやマナー講習会開催への協力 

・地域の自転車愛好会と連携したサイクリングロードの清掃、サイクリ

ストへの安全呼びかけイベント 

・境川流域をめぐるサイクリングイベントの支援 

・サイクリスト向けの周辺情報の提供や案内板の設置 

近隣住民を対象としたア

ウトドアフィットネスの

開催 

・今田遊水地芝生広場を活用としたパークヨガイベントの継続的な実施 

 

○ビオトープを活用した多様な環境学習機会の提供 

本公園のビオトープをはじめとした自然資源の価値を伝えていくため、啓発プログラ

ムの作成やイベント開催により環境学習の機会を提供するとともに、自然情報の発信を行

います。 

 

自然観察・河川環境学習

・体験学習の充実 

 
 

【春】遊水地機能見学会、親子自然あそび教室、県立博物館講座 

【夏】俣野ゴム堰と川の生き物観察会、ツバメのねぐら入り観察会、 

夏休み星空観察会、夜の昆虫観察会 

【秋】遊水地ガマの穂摘み隊、境川遊水地の草地を守るものづくり 

【冬】日本大学による特別展示会 

【通年】地層観察会、川の生き物観察会、公園自然観察会、 

バードウォッチング、貝化石掘り体験 

小中学校の自然環境学習

受け入れ 

・遊水地機能を題材とする治水・流域水害対策学習 

・河川を題材とした地学学習（境川・和泉川合流点での河床形成を通じ

た川の動き等） 

・地層観察、貝化石掘り体験、自然観察等 

ビオトープ管理技術の学

びの場の提供 

・市民とのビオトープ管理活動に伴った技術講習会の実施（年２回） 

・自治体や教育機関の推進するビオトープ管理者養成講座や研究調査活

動への協力（年１回程度） 

せせらぎ水路の観察ポイ

ント整備 

・観察ポイントへの解説板の設置 

・園路から見える湿性植物の観察ポイントづくり 

情報センターや「自然ブ

ログ」を活用した自然情

報発信 

・生態学・自然科学的データに則ったビオトープ管理の情報、季節毎に

公園で見られる生き物、境川流域の自然的特徴等を情報発信 

・自然解説資料「リバーガイド」等の活用や園内の自然観察ガイドブッ

クの製作 

・園内自然景観や生物生態をテーマとしたポストカードの制作と配布 

＊水生生物の調査観察を実施する際は、必要に応じ、県水産課から特別採捕許可証を取得する 

 

 

 

 



    

◆◇◆◇◆◇◆◇    ビオトープ管理作業と自然観察会ビオトープ管理作業と自然観察会ビオトープ管理作業と自然観察会ビオトープ管理作業と自然観察会    ◇◆◇◆◇◆◇◆    

本公園では、地元自然観察グループや学生ボランティ

ア、ＮＰＯ等と連携したビオトープ管理を実施しており、

さらに協働で自然観察イベントも実施しています。 

自然観察会では、ビオトープ管理で創出された自然環

境のモニタリング結果や管理範囲について解説し、ビオ

トープ管理に参加したメンバーが解説者としても活躍し

ています。 

 

 

○公園利用者に対する弁当類購入の情報提供サービス 

平成 30 年度までの間、自主事業としてケータリングの事業者を探しましたが出店に応

じる事業者が見つからなかったことから、この代替となる利用者サービスとして、公園利

用者に対する弁当類購入の情報提供等、昼食休憩利用の促進策を実施します。 

 

■閑散期の園■閑散期の園■閑散期の園■閑散期の園内施設の有効内施設の有効内施設の有効内施設の有効活用について活用について活用について活用について    

 本公園の閑散期は冬季の12月～２月であり、様々なイベン 

トや体験教室を開催し、一年を通じてにぎわいのある公園を 

目指します。 

 

 

○園内発生材を活用したクラフト教室の開催 

ビオトープの維持管理作業で発生するヨシ、ガマ、ジュズダマ、クズ等を活用して

クラフト教室を開催します。 

〇境川遊水地情報センターでの展示会の開催 

河川管理者と連携し、境川や公園に関する特別展示（写真展等）を実施します。 

○初心者テニス教室等の開催 

平日のテニスコート利用率向上、またスポーツを通じた利用者間の交流を促進する

ため、テニスコーチを招いた教室を開催して利用者層の拡大を図ります。 

 

 

園内での野鳥観察会の様子 

 
情報センターでの写真展 



【令和 3 年度実施内容】 

令和 3 年度のイベント等開催について、下表を基本に実施を予定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参加費は、持ち帰りの作品や資料等があるイベントなどについて、実費程度を上限に設定する。 

※内容区分は、以下のとおり。(1)年間を通じたイベント等の開催による公園のにぎわいづくり／(2)健康づく
りやレクリエーション型のスポーツメニューの提供／(3)ビオトープを活用した多様な環境学習機会の提供     

※夜間のイベント開催に際しては、事前に、河川管理者と協議を行う。 

※情報センターや河川でのイベントは、河川管理者と連携して実施する 

 

イベント等名称
実施
時期

場所
参加人数
(参加費）

開催
経費

主催
内容
区分

おやこ野あそび教室 4月 園内 8組(無料) 2～3万円 公園協会 (3)

クラフト教室（全5回）
4月・8月・

10月・11

月・2月

情報センター
各15名

(200円)
1万円以下 公園協会 (1)

湘南凧の会による大凧展示(展示）
①②

4-5月・1
月

情報センター 無料 1万円以下 公園協会 (1)

境川遊水地公園 歴史探訪会①② 5月・10月
情報センター

・園外

各30名

(200円)
2～3万円 公園協会 (1)

グラウンド・ゴルフ教室①② 5月・10月
多目的グラウン

ド

各20名

(200円)
1～2万円 公園協会 (2)

バードウォッチング入門　春冬 5月・2月 園内
各30名

(無料)
1万円以下 公園協会 (3)

境川遊水地見学会 6月
情報センター

・ビオトープ
20名(無料) 1万円以下

藤沢土木事務所

公園協会
(3)

七夕飾り(展示） 6-7月 情報センター 無料 1万円以下 公園協会 (1)

俣野ゴム堰と川の生き物観察会 7月 園内・境川 50名(無料) 1万円以下
西俣野環境保全向

上の会・公園協会
(3)

ツバメのねぐら入り観察会①② 7-8月
情報センター

・ビオトープ

各30名

(無料)
1万円以下 公園協会 (3)

水辺の生きもの調べ 8月 園内 20名(無料) 2～3万円 公園協会 (3)

水辺で遊ぼう生き物観察会 8月 和泉川 15組(無料) 1万円以下
天王森泉公園・公

園協会共催
(3)

境川遊水地の自然模型を作ろう 8月
今田管理セン

ター

12名

(300円)
1～2万円 公園協会 (1)

原っぱの生き物調べ 10月 園内 20名(無料) 2～3万円 公園協会 (3)

境川遊水地　冬の星空教室 11月 園内 40名(無料) 1万円以下 公園協会 (3)

遊水地探偵団大募集！ 12月
情報センター

・ビオトープ
20名(無料) 2～3万円 公園協会 (3)

遊水地写真展(展示） 12-1月 情報センター 無料 1万円以下 公園協会 (1)

初日の出鑑賞 1月 鷺舞橋 150名(無料) 1万円以下 公園協会 (1)

新春ふれあいフェスタ 1月 園内 2,000名
15～

20万円
公園協会 (1)

貝化石掘り体験 2月 ビオトープ 40名(300円) 1万円以下 公園協会 (3)

フラワーロス装飾 時期未定 園内 無料
30～

80万円
公園協会 (1)

花とみどりのフォトコンテスト 時期未定 情報センター 無料 1万円以下 公園協会 (1)

スポーツ自転車メンテナンス・マ
ナー講習会

時期未定 未定 未定 1万円以下 公園協会ほか (2)

パークヨガ 時期未定
園内（今田遊水

地）
500円 5～10万円 公園協会 (2)

環境学習展示 通年 情報センター 無料 1万円以下 公園協会 (3)

小中学校等環境学習受入れ
（治水・河川・地層・貝化石・自然観察）

通年 園内 無料 1万円以下 公園協会 (3)



（２）より多くの利用（２）より多くの利用（２）より多くの利用（２）より多くの利用を図るために行う広報を図るために行う広報を図るために行う広報を図るために行う広報、ＰＲ活動の内容等、ＰＲ活動の内容等、ＰＲ活動の内容等、ＰＲ活動の内容等    

当協会は、多くの方に本公園を知っていただき、公園を利用するきっかけを提供するた

め、多様な手段を通じて積極的な広報活動を継続します。 

その際、情報の種類や広報の目的、対象者に応じて、適切な時期や手段、媒体を選んで

情報発信を行っていきます。 

■広域■広域■広域■広域的的的的にににに情報発信す情報発信す情報発信す情報発信するための幅広い媒体の活用るための幅広い媒体の活用るための幅広い媒体の活用るための幅広い媒体の活用    

当協会が従来から築いてきた関係機関とのネットワークを活かし、幅広い広報媒体を用

いて県内全域、さらには首都圏全体からの集客を図ります。 

また、イベントについては、内容に応じてターゲットを絞った告知を行い、その内容に

関心のある方に情報が行き届くような広報手段、媒体を選択します。 

■地域のネットワークを活用した情報■地域のネットワークを活用した情報■地域のネットワークを活用した情報■地域のネットワークを活用した情報提提提提供供供供    

地域に根差した公園づくりの一環として、これまでに築いてきた自治体や関係機関など

地域のネットワークを活用し、周辺住民や地域に情報発信します。 

自治体広報紙 
・県広報紙「県のたより」、横浜市「広報よこはま」、藤沢市広報紙への掲

載依頼 

回覧板、掲示板 ・地域自治会と連携し、回覧板や掲示板等を活用した情報提供 

地域情報誌 ・タウンニュース等への情報掲載 

■公園のイメージアップに繋がる■公園のイメージアップに繋がる■公園のイメージアップに繋がる■公園のイメージアップに繋がるイベント、キャンペーンの開催イベント、キャンペーンの開催イベント、キャンペーンの開催イベント、キャンペーンの開催    

イベントやキャンペーンなどの機会を通じ、公園のイメージアップを図ります。 

フォトコンテスト開催 

【毎年】 

・県立公園を対象とした「花とみどりのフォトコンテスト」を開催 

・入賞作品を紹介する写真展を各公園や病院等で開催 

・入賞作品を使ったオリジナルカレンダーの制作 

外部イベント等での 

ＰＲ 
・フォーラム等の外部イベントでの発表や公園情報の展示 

当協会マスコットキャ

ラクターの活用 

・当協会マスコット「コーちゃん＆エンちゃん」が公園や地域イベントに

出演し、知名度向上を図る 

独自の広報ツール 

・当協会ホームページ（週１回更新） 

・境川遊水地公園ホームページ（週１回更新） 

公園の詳細な情報を提供 

ブログ、ツイッター、動画サイト等を活用して常に最新の情報を提供 

シラサギのユウちゃん（公園キャラクター）を活用した PR活動 

・公園情報誌「かながわパークナビ」（年２回発行） 

・イベントポスター、チラシを園内や関係施設で掲示・配布 

マスコミへの情報提供 
・テレビ、ラジオ、新聞等へのイベント情報の積極的な掲載依頼 

・情報誌、ガイドブック等への情報提供、掲載依頼 

「首都圏みどりのネッ

トワーク」との連携 

・首都圏の公園と共同のガイドブック作成、販売 

・首都圏公園スタンプラリーの開催 

外部ホームページ 

・県情報サイトの活用 

「かながわＮｏｗ」（観光）、「ＰＬＡＮＥＴかながわ」（生涯学習）、 

「かなたび」（観光）、「らくたび」（バリアフリー）等 

交通広告 ・駅構内へのポスター掲示・リーフレット配架 等 



■■■■公公公公園利用者数の目標値園利用者数の目標値園利用者数の目標値園利用者数の目標値    

公園の魅力アップや、上記のような広報、ＰＲ活動と合わせた様々なイベント等の利

用促進方策と令和元年度に新たに開園した今田遊水地エリアの利用促進により、公園利用

者数を、平成24年度実績245千人から20％増を目指します。 

さらに、閑散期や平日空き時間帯の施設活用とも合わせ、少年野球場等の有料施設合

計の利用者数を、平成24年度実績59千人から10％増を目指します。 

なお、公園利用者数の目標値は、開園区域の拡大や、越流の影響による閉園期間を勘案し

て調整します。



    

（（（（３３３３））））新型新型新型新型コロナウィルスコロナウィルスコロナウィルスコロナウィルス感染症感染症感染症感染症拡大拡大拡大拡大防止防止防止防止対策対策対策対策    

公園施設を安全・安心にご利用いただくため、次のとおり新型コロナウィルス感染拡大防

止対策を実施します。 

 

■■■■有料有料有料有料施設施設施設施設でのでのでのでの対応対応対応対応 

〇受付窓口への透明板等の設置（飛沫対策） 

○受付時に手指消毒液の貸し出し、発熱や風邪の症状等の体調の聞き取り、連絡先の把握

を行う 

○利用者へ感染拡大防止対策（発熱や風邪症状がある時は利用を控える、手洗い・消毒や

咳エチケット、密の回避等）の徹底を周知する 

○施設内や貸し出し用具の消毒 

○室内施設は換気や利用定員の減員等、密閉空間にならないようにする 

 

■■■■イベントイベントイベントイベント時時時時のののの対応対応対応対応 

〇感染対策予防が難しいイベントは中止（延期）又はオンライン発信などの代替策を検討

する 

〇必要に応じ定員人数の減員や長期開催のものについては期間短縮を検討する 

〇室内イベントについては換気を行い、密にならない座席配置とする 

〇講師やスタッフはフェイスシールドやマスクを着用とし、説明等の際には拡声器を使用

する 

〇受付時に発熱や風邪の症状等の体調の聞き取りや検温の実施、連絡先の把握を行う 

〇参加者への感染拡大防止対策（発熱や風邪症状がある時は利用を控える、マスク着用、

手洗い・消毒や咳エチケット、密の回避等）の徹底を周知する 

〇イベント時に使用する道具については家族間以外の貸し借りを禁止し、イベント後に消

毒する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フェイスシールドやマスクの着用 

（イベント講師） 

 

 

 

 

ソーシャルディスタンスを確保した座席配置 

（会議室） 

 

 

 

 

透明板設置 

（情報センター受付窓口） 

 

 

 

 

自動検温器・手指消毒液設置状況 

（情報センター入口） 



 

計画書５「自主事業の運営」 
 

（１）当該公園（１）当該公園（１）当該公園（１）当該公園の設置目的をの設置目的をの設置目的をの設置目的を踏まえた自主事業踏まえた自主事業踏まえた自主事業踏まえた自主事業    

自主事業の料金設定にあたっては、民間も含めた同様な近隣施設の相場も考慮したう

えで、公の施設として相応の料金を設定し、県藤沢土木事務所の許可を得て実施します。 

■自動販売機■自動販売機■自動販売機■自動販売機                

利用者のサービス向上や熱中症予防の目的で、利用者の多いエリアを中心に自動販売

機を設置し、一部の機械は災害時に無料供給できる「災害支援型ベンダー」を採用します。 
設置
場所 

便益施設横、元木四阿・ポケット
パーク・今田管理センター 

販売
品目 

清涼飲料水 

アイスクリーム 

営業
期間 

通年 
設置
台数 

７台 

 

■温■温■温■温水コ水コ水コ水コインシャインシャインシャインシャワーワーワーワー            

スポーツ施設利用者の要望に応え、県が更衣室等の便益施設を設置し、温水シャワー

施設を自主事業として運営してきました。引き続き、同施設の快適な運営を行います。 

営業時間 
９:00～ 

終了時間は季節に応じ設定 
営業期間 ４月１日～11月 30日 設置台数 男２台 女２台 

料金設定 使用料 ３分 100 円 設置場所 下飯田遊水地トイレ・シャワー棟 

 引き続き実施しますが、県の意向によっては見直しも検討します。 

 

■オリジナルカレンダー■オリジナルカレンダー■オリジナルカレンダー■オリジナルカレンダー    

 神奈川県立公園の PR 活動として、フォトコンテスト入賞作品を活用したカレンダーを

作成し、有償配布します。 

販売場所 境川遊水地情報センター窓口 

期  間 11 月上旬～翌1月末 料金設定 1部 500 円 

 
 

（２）事業の実施体制（２）事業の実施体制（２）事業の実施体制（２）事業の実施体制    

■■■■自自自自動販売機動販売機動販売機動販売機    

自動販売機専門業者へ設置管理及びフルオペレートを委託します。委託業者の選定に

当たっては、災害支援型ベンダーや防犯システム等の導入を条件とします。 

また、販売品目や防犯対策、節電等について適切な指導を行います。 

■温水コインシャワー■温水コインシャワー■温水コインシャワー■温水コインシャワー    

運営全般は当協会が担当します。日常の清掃等の管理以外の機器の保守点検について

は製造業者に委託し、適切な保守点検を実施します。 

 

■オリジナルカレンダー■オリジナルカレンダー■オリジナルカレンダー■オリジナルカレンダー    

 当協会の公益事業として作成するカレンダーを有償配布し、神奈川県立都市公園の PR

活動につなげます。 

 



計画書７「利用者への対応」 

 

（１）接客対応及びその研修等（１）接客対応及びその研修等（１）接客対応及びその研修等（１）接客対応及びその研修等    

当協会では、毎年１回「親しまれる公園づくり懇談会」を開き、外部有識者の提言を取

り入れて公園運営に活かしています。また、職員全員が「パークコンシェルジュ」の心構

えで利用者に接することにしています。その結果、本公園における平成 25 年度上期の利

用者満足度調査において86％以上の人が「満足した」という高い評価を得ています。 

今後、これに加えて、新たに「コンシェルジュリーダー」を指定し、さらに詳しい公園

情報をより丁寧に提供するなどして、公園利用者が快適にすごせるように努力します。 

■基本的な接客の姿勢と対応■基本的な接客の姿勢と対応■基本的な接客の姿勢と対応■基本的な接客の姿勢と対応    

私たちは、以下のような点を重視し、職員一人ひとりが接客対応していきます。 

・ 全職員が公園の「顔」であることを自覚します。 

・ ユニフォームを清潔に保ち名札を見やすい位置につける等、身だしなみを整えます。 

・ 利用者に積極的に挨拶をします。 

・ 問い合わせに対し誠実に回答するとともにプラスαの情報を提供します。 

・ 明るい声で丁寧な電話応対をします。 

○職員の情報共有の徹底 

全職員がパークコンシェルジュとしての役割を果たすためには、

常に正確かつ最新の公園情報を把握していることが重要です。 

そのため、日々の朝礼において公園内の最新状況の報告・連絡

を徹底するとともに、連絡ノートの回覧を行います。また、定例

全体会議において事業予定や維持管理計画等の公園に関する新鮮

かつ正確な情報の共有を図ります。 

 

○コンシェルジュリーダーの指定 

職員の中からワンランク上の「コンシェルジュリーダー」を新たに指定し、利用者に

更に詳しい公園情報を提供する体制を整えます。 

コンシェルジュリーダーは、園内の巡回時に利用者から声をかけていただくための

目印として、専用のバッジを着用します。また、このことをホームページやポスター

で利用者に周知します。 

■接遇研修、ＯＪＴ等によるスキル向上■接遇研修、ＯＪＴ等によるスキル向上■接遇研修、ＯＪＴ等によるスキル向上■接遇研修、ＯＪＴ等によるスキル向上    

接遇研修 

・新規採用職員を対象とした接遇研修の開催 

・園長をリーダーとして、「接遇マニュアル」を用いた公園ごとの接遇および

苦情対応研修（年１回） 

・「公園モニター」結果に応じた接遇研修 

ＯＪＴ 

・朝礼や定例の全体会議等において、「接遇マニュアル」のチェックシートを

配布して、各自の応対を定期的にチェック 

・利用者への積極的な挨拶を励行するため、朝礼での挨拶唱和の実施 

 

 

 

コンシェルジュリーダーが 

着用するバッジ 



（２）苦情処理の対応及びその研修等（２）苦情処理の対応及びその研修等（２）苦情処理の対応及びその研修等（２）苦情処理の対応及びその研修等    

公園は不特定多数の方が利用する場所であり、様々な利用者から多種多様な内容の苦

情が寄せられます。 

このような苦情に対しては誠意をもって迅速に対処するとともに、あわせてその原因を

究明し、改善策を講じて管理運営にフィードバックします。 

また、当協会が管理運営する他の施設からの苦情・要望情報をデータベース化し、相互

に共有します。 

■基本的な苦情処理の流れ■基本的な苦情処理の流れ■基本的な苦情処理の流れ■基本的な苦情処理の流れ    

本公園

県藤沢土木事務所

公園協会 本部

調整

報告

初期対応

受付

他公園

利用者

園長会議等で情報共有

データベース化

苦情要望 意見報告

共有・改善

報告書

苦情

意見要望

サービス向上

改善措置の公表

苦情

意見要望

共有

内部検討

 

■適切■適切■適切■適切な苦情な苦情な苦情な苦情対応を行うための研修対応を行うための研修対応を行うための研修対応を行うための研修    

「接遇マニュアル」に最新の苦情対応事例を盛り込み、職員誰もが閲覧できる場所に設

置し活用します。また、マニュアルは苦情対応の事例を多く記載する等実態に即した対応

ができるよう工夫します。 

さらに、定期的な接遇研修では特に苦情対応方法も加えて実施するとともに、日々の

朝礼やＯＪＴを通じて実践的な接遇教育を行い、スキルの向上を図ります。 

 

（３）利用者への公園の利用指導及びその研修等（３）利用者への公園の利用指導及びその研修等（３）利用者への公園の利用指導及びその研修等（３）利用者への公園の利用指導及びその研修等    

■公平・公正なルールの策定と周知徹底■公平・公正なルールの策定と周知徹底■公平・公正なルールの策定と周知徹底■公平・公正なルールの策定と周知徹底    

様々な利用者に納得していただけるよう、公平・公正な利用ルールを策定し、丁寧に

利用指導を行います。また、利用ルールは利用動向や利用ニーズの変化に応じて適宜見直

します。 

さらに、利用ルールについては園内の各所にイラスト等を用いながらわかりやすく表

示します。 

■適切な利用指導を行うための研修■適切な利用指導を行うための研修■適切な利用指導を行うための研修■適切な利用指導を行うための研修    

○新規採用者に対する都市公園法、条例等の関係法令についての研修 

○職員会議等（全体会議や朝礼等）での情報共有 

職員の利用指導にブレがないよう、園内の職員会議等にて情報を共有します。 

○ＯＪＴ（職務を通じて先輩から後輩への指導） 



①①①①利用者利用者利用者利用者ニーズのニーズのニーズのニーズの把握把握把握把握

・日常の利用者との対話

・利用者満足度調査（年2回）

・アンケート調査

・公園モニター

③③③③反映反映反映反映とととと改善改善改善改善

指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者によるによるによるによる改善改善改善改善

・履歴の蓄積、データベース化

・管理運営の質の向上

県県県県へのへのへのへの改善依頼改善依頼改善依頼改善依頼

②②②②評価評価評価評価・・・・分析分析分析分析

専門家専門家専門家専門家によるによるによるによる評価評価評価評価・・・・分析分析分析分析

・グリーンサポート指導員

・外部の有識者との意見交換等

公園公園公園公園・・・・協会本部協会本部協会本部協会本部におけるにおけるにおけるにおける

評価評価評価評価・・・・分析分析分析分析

県県県県によるによるによるによる評価評価評価評価

○他団体との交流による最新事例の情報収集と職員への共有 

各種フォーラムや関係団体との勉強会（公園管理運営フォーラム等）において最新の

事例について情報交換を行い、その内容を職員で共有します。 
 

（４）サービス向上のために行う利（４）サービス向上のために行う利（４）サービス向上のために行う利（４）サービス向上のために行う利用者のニーズ・苦情の把握及びその用者のニーズ・苦情の把握及びその用者のニーズ・苦情の把握及びその用者のニーズ・苦情の把握及びその内容の事業等へ内容の事業等へ内容の事業等へ内容の事業等へ    

の反映の仕組みの反映の仕組みの反映の仕組みの反映の仕組み    

■利用者ニーズの把握と反映の仕組み■利用者ニーズの把握と反映の仕組み■利用者ニーズの把握と反映の仕組み■利用者ニーズの把握と反映の仕組み    

本公園では、下記のような仕組みによって利用者ニーズを的確に把握し、評価・分析

の上、運営改善に反映させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利用者からの視点に立った継続的な改善の取組み■利用者からの視点に立った継続的な改善の取組み■利用者からの視点に立った継続的な改善の取組み■利用者からの視点に立った継続的な改善の取組み    

従来からの利用者満足度調査に加え、接遇やサービス面により重点をおいた「公園モニ

ター」制度を創設し、利用者の視点からの具体的な調査を実施します。 

また、これらの調査結果を今後の管理運営に反映していきます。 

利用者満足度調査等 

・県との基本協定に基づく利用者満足度調査を実施 

【簡易（随時）アンケート+詳細アンケート】 

・イベントの実施効果等についての自主的にアンケート調査を実施（随時） 

公園モニター制度 

・地域の方をはじめとした第三者をモニターとして公募 

・モニターが、チェック表に基づき、職員の接遇やトイレの清潔さ等をチェック 

・その結果に基づいて、改善点が必要な場合には本部による指導や研修等を行い、

継続的な改善と向上を図る。 

 



 

（５（５（５（５））））水防時の活動及び利用に水防時の活動及び利用に水防時の活動及び利用に水防時の活動及び利用についての公園利用者へのついての公園利用者へのついての公園利用者へのついての公園利用者への説明及び広報説明及び広報説明及び広報説明及び広報    

洪水時における遊水地機能確保のための活動や施設の利用制限等について、利用者や

流域住民に理解と協力をいただくため、平常時から利用者への周知を図ります。また、利

用団体や地元団体等との連携により、本公園が有する遊水地機能や水害対策について、普

及啓発を行います。 

■平常時に実施する説明及び広報■平常時に実施する説明及び広報■平常時に実施する説明及び広報■平常時に実施する説明及び広報    

○園内看板の活用 

駐車場の閉鎖時間や荒天時の公園利用制限等を、園内看板により周知します。 

○境川遊水地情報センター内「河川情報スペース」の活用 

河川管理者と連携し、境川遊水地に関するビデオ上映、遊水地の機能や県内の河川

情報や治水の展示パネル、境川遊水地周辺で見られる生き物の情報展示等により、利

用者の本公園への理解を深めます。 

○ホームページの活用 

遊水地の役割や利用制限等について紹介するとともに、越流時の状況を公園ホーム

ページならびに動画サイトなどで随時配信します。 

○スポーツ施設予約受付時の説明 

県藤沢土木事務所作成の「有料施設利用案内」を活用し、災害、天候、越流等の理由

により、施設が利用中止になる場合があることを事前に利用者へ説明します。 

○各種イベント開催時の説明 

自然観察会などの各種イベントを開催する際に、本公園の整備理由や本公園が持つ

遊水地機能について、参加者へ説明します。 

○河川管理施設（水防用監視施設など）の見学会の実施 

河川管理者である県藤沢土木事務所との協働による遊水地見学会を開催します。 

本公園の遊水地機能や越流時の状況、また生態系について解説するとともに、監視室

等の遊水地施設の見学を行います。  

■■■■公園利用団体や地元公園利用団体や地元公園利用団体や地元公園利用団体や地元団団団団体体体体等等等等ととととの連携による遊水地機能や流域水害対策の普及啓発の連携による遊水地機能や流域水害対策の普及啓発の連携による遊水地機能や流域水害対策の普及啓発の連携による遊水地機能や流域水害対策の普及啓発    

○自然環境イベントと連携した河川学習の実施 

生き物観察会等のイベントを開催する際は、本公園の遊水地としての役割や、川を

安全に利用するための注意事項などをあわせて普及啓発します。 

○全国の遊水地施設等とのネットワーク構築 

全国にある遊水地施設や河川関連施設と連携し、お互いの施設の情報交換・発信を

行います。具体的には、他の遊水地施設や河川関連施設について、URL を本公園ホーム

ページへ掲載したり、パンフレットを情報センター内に配架するなどして、情報発信を

行い、遊水地機能の紹介に努めます。 

 

 

 

 



計画書８「通常の指定管理業務を行う中での事故防止等の取組内容」 

 

（１）（１）（１）（１）通常の指定管理業務を行う中での事故防止等の取通常の指定管理業務を行う中での事故防止等の取通常の指定管理業務を行う中での事故防止等の取通常の指定管理業務を行う中での事故防止等の取組内容組内容組内容組内容    

私たちは、これまで 40 年にわたる公園の管理経験を活かし、事件・事故の未然防止に

取り組んでいきます。 

本公園は、遊水地空間を活用したスポーツ施設が整備され、子どもも含めた幅広い利用

者が訪れる公園です。事件、事故を未然に防止するため、日常の巡視、点検を重視してい

ます。巡視、点検にあたっては、公園区域が南北に長いこと、新たに今田遊水地が開園し

たことから、特に注意の必要な箇所に重点を置き、確実な事故防止体制をつくっていきま

す。 

あわせて、様々な研修によって職員の事故防止と安全意識の向上を図ります。 

■防犯対■防犯対■防犯対■防犯対策等安全策等安全策等安全策等安全確保の実施体制確保の実施体制確保の実施体制確保の実施体制    

〇日常的な事故・犯罪防止の体制 

園長を危機管理責任者と定め、下記のような体制により異常箇所や不審者等を早期

発見し、職員による現地対応、利用者や関係機関への情報伝達を迅速に行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○夜間・年末年始等の体制 

夜間および年末年始など勤務時間外は、河川管理者が行う夜間の機械警備に加え、

年末年始は私たちが警備業者に委託発注し日中の園内の巡回警備と設置施設等の開錠、

施錠を実施します。また、必要に応じて園長や県藤沢土木事務所などへ緊急連絡しま

す。更に、警察・消防署と連携し、緊急連絡先専用の携帯電話を園長が常備するなど、

園内の事故や火災等の非常時の際の安全管理の強化を図ります。 

 

具具具具

体体体体

的的的的

対対対対

策策策策
地域や警察署への

情報提供

利用者への注意喚起

応急措置（県との協議）

小破修繕

公園管理事務所

園 長

（危機管理責任者）

③

情

報

伝

達

② 対応検討

・指示

職 員

① 報告・情報提供

利用者からの情報

巡視点検

維持管理

（死角減少、園路灯点検等）
③ 現地対応

異常個所

・

不審者 等

出 動
公園協会本部公園協会本部公園協会本部公園協会本部

県藤沢土木事務所県藤沢土木事務所県藤沢土木事務所県藤沢土木事務所
緊
急
連
絡



■事件、事故を未然に防ぐための対策（防犯対策等）■事件、事故を未然に防ぐための対策（防犯対策等）■事件、事故を未然に防ぐための対策（防犯対策等）■事件、事故を未然に防ぐための対策（防犯対策等）    

日常巡視 
毎日３回、職員により園内のパトロールコースを巡視し、有料施設などの

施設の状態を目視で確認 

施設点検パトロール 
通常のパトロールとは異なる視点によるチェック。当協会全体で本部職員

や他の公園職員による点検を年１回実施    

防犯上の死角の減少 
日常パトロールや園内利用者、防犯カメラからの情報により、園路灯の点

灯チェック、トイレ周辺等の死角の減少を図る 

不法投棄、破損行為等の 

早期発見・早期処理 

ゴミや不法投棄、放置自転車やバイク、落書き、破壊行為を早期発見・早

期処理し、犯罪をよびこまない雰囲気づくり 

地域住民や関係機関との

情報共有 

地域住民や警察署や消防署との連携により、地域や近隣自治会との防犯情

報の共有に努める  

利用指導による防犯 
園内における花火、若者の”たむろ”、未成年者による飲酒行為、バイク

の乗り入れ等に対し、警察署や学校等とも連携して利用指導を行う 

緊急車両の進入路の確保 
事件事故の発生時に備え、警察、消防車両が園内に進入できる範囲を把握

し、日頃から障害物や支障枝等を取り除き進入路を確保する 

 

■施設の安全対策■施設の安全対策■施設の安全対策■施設の安全対策    

スポーツ施設や駐車場など、施設特性や利用動向を踏まえた適切な安全対策を講じま

す。 

○各スポーツ施設（広場ゾーン）における安全対策 

・毎日、スタッフ巡回時に目視によるフェンス等の安全点検を実施します。 

・冠水や大雨によりグラウンドにへこみ等が生じた場合は、転圧、整地を実施しま

す。 

○駐車場における安全対策 

・注意報・警報発表時の誘導措置やレッカー移動について看板で周知します。 

・誘導表示の日常点検（破損、汚れ等）を行います。 

・園内での徐行を利用者へ徹底します。 

・少年野球場の早朝利用時には、公園外周道路に開園待ちの車が渋滞しないよう、

混雑状況を確認し、職員が早期開園を実施します。 

・大会により混雑が予測される場合は、大会主催者に車の乗り合いでの来園の協力

をお願いします。 

・夏季期間中には噴水広場の利用者が増加するため、駐車場に噴水広場利用者用の

スペースを確保します。 

 

 

 

 

 

 



 

施設毎の安全確保のポイント 

噴水広場・足洗い場 
・毎日、開園時の安全点検とゴミの除去 

・週に 1回の底石のコケや水垢の洗浄定期清掃（夏季は週２回） 

せせらぎ水路・沈砂地 
・毎日、開園時の安全点検とゴミの除去 

・月に 1回の定期清掃（ゴミや泥、枯れた植物の除去） 

ビオトープ 

（自然創出ゾーン） 

・立ち入り禁止の周知、水辺や越流堤への侵入の防止（パトロール、園内監

視カメラ等） 

・調査団体へのヘルメット装着義務付け（利用者との差別化） 

・調査団体の立ち入りを調査内容とともに周知 

園路・階段・橋梁 

・毎日、安全点検を実施 

・路面の冠水等の異常を早期発見し、清掃や立入禁止等の適切な措置を実施 

・階段の周知、スロープへの案内誘導 

トイレ 
・利用時間の周知 

・安全等を確認の上での門扉の施錠 

 

○保険への加入 

事業や施設利用の際、万一、当協会の過失によって利用者に損害を与えた場合に備

え、施設賠償責任保険へ加入します。 

また、施設賠償責任保険でカバーできないケースに備えて、当協会直営で製造、販

売した食品に起因した食中毒に対応する生産物賠償責任保険及び、当協会主催のイベ

ントでの事故に対応する傷害保険（イベント保険）に加入します。 

■火災への対策■火災への対策■火災への対策■火災への対策    

河川施設の情報センターでは泉消防署の指導を受けるほか、消防署と連携して消防訓

練を河川管理者と協働して実施するとともに、公園施設の火災への対策を継続します。 

 

 

 

 

 



■維■維■維■維持管持管持管持管理業務における日常の作業の安全対策理業務における日常の作業の安全対策理業務における日常の作業の安全対策理業務における日常の作業の安全対策    

利用者に対する安全確保 

・園内作業車走行時のハザードランプの点滅、速度順守 

・作業時における注意看板、立入防止柵などの設置 

・小石や障害物の飛散防止機能がついた刈払機の使用 

作業員の安全確保 

作業スタッフ 
・毎朝のスタッフミーティングにおける作業内容と安全の確認 

・高度な技術、資格等を要する作業については、専門業者に委託 

委託業者 ・労働関係法規遵守の指導（日々の作業状態のチェック） 

ボランティア 

・安全対策は責務として位置づけ 

（当協会で定める「ボランティア活動要綱」への明記） 

・作業中の行動内容を把握し、連絡体制を明確化 

・ボランティア保険加入を促進 

    

■安全管理のマニュアル等の整備■安全管理のマニュアル等の整備■安全管理のマニュアル等の整備■安全管理のマニュアル等の整備    

当協会全体または本公園職員全員が安

全管理の意識を共有し、一貫した対応と

チェック体制をつくるため、右のような

各種マニュアル等を整備しています。こ

れらは必要に応じて内容を見直し、更に

改善していきます。 

■安全対策研修の実施■安全対策研修の実施■安全対策研修の実施■安全対策研修の実施    

労働安全衛生や作業用機械の操作、薬剤の散布などに関して、下記のような職員研修

の実施やＯＪＴ、外部講習への参加により、安全意識の向上を図ります。 

○新規採用者に対する安全衛生教育を実施 

・労働安全衛生規則第35条に基づく安全衛生教育を実施 

○ＯＪＴ等による日常的な研修 

・危険予知訓練（ＫＹＴ）を定期的に管理事務所内スタッフで実施 

○必要に応じた外部研修の受講 

・農薬の安全講習会（外部講習 県実施の「防除関係者講習会」）を受講 

・資格、特別教育等が必要な作業（刈払機、振動工具、チェーンソー、丸のこ等）に

ついては、その作業をする職員全員が専門機関の講習受講 

○大雨・洪水時活動マニュアルを活用した独自研修 

・大雨・洪水注意報（警報）発表時の初期作業の確認 

・遊水地機能に関する施設の位置把握（水門、越流堤、各種操作機器）等 

 

公園全般 

・境川遊水地公園安全管理マニュアル 

・園内巡視マップ（パトロール図） 

・危険個所マップ（ハザードマップ） 

・施設点検パトロール実施要領 

個別施設 ・各施設点検マニュアル 

作業の安全 
関係 

・（植物管理における）管理作業安全

マニュアル 

・ヒヤリハット事例集（作成中） 



計画書９「事故、異常気象等(水防を含む。)の緊急事態が発生した場合の対応方針」等 

 

（１）事故、異常気象等（１）事故、異常気象等（１）事故、異常気象等（１）事故、異常気象等((((水防を含む。水防を含む。水防を含む。水防を含む。))))の緊急事態が発生した場合の対応方針の緊急事態が発生した場合の対応方針の緊急事態が発生した場合の対応方針の緊急事態が発生した場合の対応方針        

事故の発生時には、事件・事故対応マニュアルに基づき利用者の安全確保を最優先に

迅速な対応が必要です。 

また、私たちは独自に「県立都市公園等における災害活動対策指針」を策定し、様々な

災害に的確に対応する体制を整えています。災害発生時には、協会本部や警察・病院等の

関係機関とも連携しながら被害の拡大や二次災害の発生を極力抑止し、事態収拾後には再

発防止を図ります。 

特に、本公園は遊水地機能を有する公園であるため、大雨・洪水注意報、警報が発表

された場合は、これまでの管理運営の経験をもとに、独自に作成した「大雨・洪水時活動

マニュアル」に沿って迅速に水防活動へと移行します。水防情報の収集や藤沢土木事務所

との連絡、利用者や地域住民の安全確保、公園施設の保全作業をいつでも着実に実行しま

す。 

また、少年野球場をはじめとする様々な施設に多数の利用者がいるため、事故、気象

災害が発生した場合や発生が予測される場合には、必要に応じて避難を呼びかけたり、利

用制限などの措置をとって被害を未然に防ぎます。 

■事故や災害発生時等の緊急時の■事故や災害発生時等の緊急時の■事故や災害発生時等の緊急時の■事故や災害発生時等の緊急時の体制及び初期対応体制及び初期対応体制及び初期対応体制及び初期対応    

事故や災害等が発生した場合、園長（不在時は参集したスタッフの中の上位者）を現地

の総括責任者とし、あらかじめ定められた役割や手順に従って速やかに対応します。 

○事故発生時の基本的な対応の流れ 

第

１

発

見

者

救助

依頼
通報

③第一報の連絡

結果の報告

スタッフ

園長

利用者の安全確保

① 最優先で事故者の救助

② 二次災害防止のため、立入禁止、応急措置等の実施

①

現場へ急行

②緊急車両

の要請

④指示・連絡⑤連絡・措置報告

報告

協会本部

県藤沢土木事務所
公園管理事務所

県都市公園課

報告

 

○災害発生時の組織体制・連絡フロー 

公園管理事務所

（現地対策本部）

総括責任者

パトロール係 連絡係 支援係

次席責任者警察

利用者

消防

県藤沢土木事務所協定業者 県都市公園課

自治会防災組織

公園協会 本部

（公園協会災害対策本部）

本部長

副本部長

総務班 公園班

市 災害担当課公園関係業者

報告

指示

警備会社

連

絡

指

示

報告・協議 報告・協議

 



 

○職員の役割分担 

役割分担 役 職 緊急事態発生時の初期対応 

総括責任者 
園長（不在時は、副

園長） 

情報収集、伝達、連絡体制等の総括し、県藤沢土木事務所や

本部へ状況を報告する 

次席責任者 
副園長（不在時は、

常勤職員等） 

現場状況を把握し、随時、管理事務所に報告し、現場の指揮

にあたる 

パトロール係 
常勤職員、 

公園管理主任、 

パート職員 

園内等のパトロールを実施し、被害状況を確認。必要に応じ

被害箇所への応急措置を実施する 

連絡係 
通信手段等を確保し、災害情報収集や利用者に対する園内放

送を実施する 

支援係 避難した方への応急手当や市や県への支援活動を実施する 

○夜間および年末年始の対応 

夜間閉園する公園であるため、閉園前に園内を巡回し、安全を確認した上で公園の

門扉の施錠を徹底します。緊急事態が発生した場合には予め整備した緊急連絡網によ

り、園長または副園長等が連絡を受け出勤します。休園日となる年末年始には、委託

警備の巡回員が午前と午後の２回、２名で園内巡視にあたり、年末年始当番表により

公園職員が現場へ急行できる体制を取るとともに、本部職員も当番表に従い緊急時に

備えます。 

■避難誘導、公園の利用制限等を考慮した連絡■避難誘導、公園の利用制限等を考慮した連絡■避難誘導、公園の利用制限等を考慮した連絡■避難誘導、公園の利用制限等を考慮した連絡方法及び対応方法及び対応方法及び対応方法及び対応    

避難誘導が必要な場合には、総括責任者の指揮監督のもと避難誘導にあたります。作

業車で園内を巡回し、被害者の有無や被害状況の確認を行うと同時に避難を呼び掛けるほ

か、園内放送でも繰り返しアナウンスを行います。 

被害が拡大する恐れのある箇所については、立て札や立入禁止のロープを設置するな

どにより利用制限を行い、二次災害を防ぐための対応を行います。有料施設等の利用中止

を決定した場合、予約者に電話で連絡します。また、臨時休園する場合には、ホームペー

ジ等に情報を掲載し、広く周知を図ります。 

■大雨・洪水注意■大雨・洪水注意■大雨・洪水注意■大雨・洪水注意報、警報発表時の対応報、警報発表時の対応報、警報発表時の対応報、警報発表時の対応    

大雨・洪水注意報もしくは警報が発表された場合には、「大雨・洪水時活動マニュア

ル」に沿って、県藤沢土木事務所との円滑な連携のもとに、大雨・洪水時対策活動配備要

員を配備し、迅速かつ安全、的確に以下の対応を行います。 

 大雨・洪水注意報（警報）、水防警報（水位観測所） 

共通 

・日誌、記録表に記録をつける 

・インターネットやメディアを通し、雨雲の動きを確認 

・園内カメラで園内の状況を確認 

・水防警報の連絡があるときは記録 

・越流開始等の情報を県藤沢土木事務所職員に随時連絡 

開園時 ① 

・県藤沢土木事務所に配備につく旨を連絡 

（内勤、外勤職員を配備要員として配置：注意報２名以上、警報３名以上） 

・雨雲の位置、河川水位の確認、水門の開閉状況の確認 

 
 



 大雨・洪水注意報（警報）、水防警報（水位観測所） 

業務 

時間内  

② 
・注意報等が発表された場合は園内放送等により園内利用者及び河川利用者へ情報提供 

（警報時は河川利用者を護岸の上に避難させる） 

③ 
・降雨もしくは（上流を含む）境川の水位の上昇が確認される場合は県藤沢土木事務所と

協議し園内の利用制限 

→外周門を半分閉じ園内利用制限中の看板を設置、有料施設の利用中止 

④ 

・雨雲の大きさ、動き、河川水位の上昇から越流が予測される場合は園内を利用中止 

→利用者を情報センターもしくは園外に速やかに避難誘導、外周門を閉門、園内利用中

止の看板を設置、駐車車両を退出、車止めを設置し野球場、グラウンドを閉鎖 

・未退出車両はレッカー業者に依頼し強制的に移動 

・少年野球場、多目的グラウンドの仮設工作物や支障設置物を撤去または安全な場所に移

動 

・県藤沢土木事務所要員着任時の支援、活動補助 

業務 

時間外 

① ・気象情報等が発表された場合は、県藤沢土木事務所と職員配備について協議 

② ・調整後配備要員が事務所に出勤（配備要員 ２名 ※必要に応じ増員） 

③ 

・必要に応じてパトロールを実施 

・県藤沢土木事務所職員着任時の支援、活動補助 

※台風等、大雨・洪水対策活動が予測される場合は、事前に少年野球場、多目的グラウ

ンドの仮設工作物や支障となる設置物を撤去または安全な場所に移動 

※越流の見込みがなく自宅待機の場合は次の日に早めに出勤し園内状況を確認し報告

する 

越流時 

・園内カメラで越流の状況を確認 

・雨量水位記録、写真を情報センターに掲示 

・県藤沢土木事務所へ報告（土木職員不在時） 

越流後 

・２次池まで越流した場合、次の日の有料施設利用者に利用中止を連絡 

・排水後、園内の状況を確認し、県藤沢土木事務所と復旧に関し協議する 

→閉園期間を決定し、期間内の予約済み有料施設利用者に利用中止の連絡 

→清掃範囲、工程の調整を行い、直営作業と業者委託により復旧作業を開始 

・ＨＰで越流時および排水後の園内の写真や動画等、閉園期間の掲示 

■その他気象警報等の発表時の対応■その他気象警報等の発表時の対応■その他気象警報等の発表時の対応■その他気象警報等の発表時の対応    

その他の気象警報が発表された場合、園長が総括責任者として職員に参集を呼びか

け、対応にあたります。 

利用者に対して園内放送などで警報が発表されたことを繰り返し周知するとともに、

有料施設については速やかに利用を中止し、避難するよう促します。 

○暴風警報が発表された場合 

危険が差し迫っている場合を除き、職員がパトロールを実施して園内の安全確認を

行い、必要に応じてセイフティーコーンやバーなどで立入禁止の措置をとります。 

○雷注意報が発表された場合 

雷注意報の発表を速やかに利用者に知らせ、注意喚起を行います。 

雷鳴が聞こえてきたら、少年野球場、テニスコートなどの屋外有料施設の利用中止

を呼びかけ、建物内など安全な場所への一時避難を促します。 

○大雨注意報、大雪注意報、その他の異常気象等への対応 

大雨、大雪、竜巻注意情報が発表された時、県から光化学オキシダント緊急時措置情

報が発表された時などは、園内放送等により利用者に注意喚起を行い、状況に応じて有

料施設の利用中止等、適切な対応を行います。 



①８時３０分から１７時１５分に警報が発表された場合（年末年始を除く） 

A) パソコンや携帯電話からの２４時間気象サービスメール、防災情報メール、インターネット気

象情報の収集 

↓ 

リアルタイムに気象情報を収集し、気象庁より警報が発表された場合や警報発表に至る恐れが

ある場合は、災災災災害害害害対策活動指針対策活動指針対策活動指針対策活動指針に基づいた警戒配備体制で警戒に当たります。 

 

B) 安全に園内をパトロールできる場合、園内をパトロールし、被害状況の確認、危険箇所の重点危険箇所の重点危険箇所の重点危険箇所の重点

点検点検点検点検と安全措置の実施、利用者の帰安全措置の実施、利用者の帰安全措置の実施、利用者の帰安全措置の実施、利用者の帰宅要請、避難誘導宅要請、避難誘導宅要請、避難誘導宅要請、避難誘導    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重

点

点

検 

箇

所 

暴風時 工作物、看板、樹木の枝折れ等 

大雪時 スリップや転倒事故の危険が高い階段や坂路、樹木の枝折れの有無 

落雷時 電気設備、放送設備等 

C) 公園管理事務所、協会本部に連絡指示体制を確保し、県藤沢土木事務所及び公園協会本部への

被害状況を報告 

D) 台風時には、必要に応じて時間外待機を実施 

 

  ② 時間外及び年末年始に発表された場合 

A)安全に園内をパトロールできる場合、8時 30 分までにスタッフが園内をパトロールし、被害状

況の確認と安全措置を実施し、速やかに県藤沢土木事務所と公園協会本部へ報告。なお、被害

がない場合は警報発表後の開庁日 8時 30 分までに県藤沢土木事務所と公園協会本部に報告。 

B) 8 時 30 分時点で安全にパトロールできない場合、その旨を県藤沢土木事務所と公園協会本部

に報告 

C)土日祝日及び年末年始の場合は、「県藤沢土木事務所」を「県藤沢土木事務所担当者の携帯電

話等」とする 

          
◆気象情報 

        
 



 

（２）急病人等が生じた場合の対応（２）急病人等が生じた場合の対応（２）急病人等が生じた場合の対応（２）急病人等が生じた場合の対応        

園内で急病人やけが人が生じた場合には、「事件・事故対応マニュアル」に従い迅速に

対応します。職員が病人の状況を把握した上で、病院や消防に連絡するほか、必要に応じ

て心肺蘇生やＡＥＤの利用などの応急措置を施します。 

本公園はスポーツ施設が多く、病人・けが人の発生する危険度が高いため、全職員が

冷静に急病人に対応できるよう、定期的な教育・訓練を行って技術習得とスキルアップを

図っています。 

■■■■急病人が生じた場合の具体的対応急病人が生じた場合の具体的対応急病人が生じた場合の具体的対応急病人が生じた場合の具体的対応    

急病人・けが人が発生した場合、以下の手順に従って的確な処置を行います。 

Ⅰ 状況確認 ・職員が現場に急行し、急病人の状況を確認します 

Ⅱ 応急手当 ・呼吸、意識の確認 

⇒呼吸、意識がない場合、心肺蘇生の実施やＡＥＤの活用 

・熱中症の場合 

 パークセンター内の涼しい部屋へ搬送、熱中症対策キットや夏期に常備す

る保冷剤、氷等で冷やすなど 

Ⅲ 救急車の要請 ・必要に応じて救急車を要請し、進入路を確保します 

Ⅳ 報告 ・事態収拾後には、県藤沢土木事務所、協会本部へ対応結果を報告します 

■急病人発生に備えた対策■急病人発生に備えた対策■急病人発生に備えた対策■急病人発生に備えた対策    

○ＡＥＤ、救急箱等の設置 

公園管理事務所にＡＥＤを１台設置しています。 

また、テニスコートや少年野球場などではＡＥＤ・救急箱を設置した最寄り施設を

掲示しています。 

■救命に関する職員研修など■救命に関する職員研修など■救命に関する職員研修など■救命に関する職員研修など    

応急手当に関する知識や技術を学び、身に付けておくために、定期的に救命に関わる

講習会等を受講します。 

○上級救命講習の受講 

公園管理主任以上の職員は、３年に１回、応急手当、けがの対処、心肺蘇生法、Ａ

ＥＤ取扱いなどについて学ぶ上級救命講習を受講し、資格を取得しています。 

これにより、当協会では管理する全施設に上級救命講習受講者を配置しています。 

○防災訓練等におけるＡＥＤ取り扱い訓練の実施 

毎年、実施する防災訓練の中で、避難訓練、消火訓練、ＡＥＤ取扱い訓練等を行い、

パート職員含めた全職員がＡＥＤを操作できるようにしています。 



 

（３）水防時の避難誘導や公園の利用制限（３）水防時の避難誘導や公園の利用制限（３）水防時の避難誘導や公園の利用制限（３）水防時の避難誘導や公園の利用制限    

利用者の安全確保のため、大雨・洪水注意報もしくは警報の発表等の状況に応じて、

大雨・洪水時の避難誘導及び公園の利用制限を以下の方針で実施します。 

注意報発表時 利用制限 ・状況に応じて外周門扉を施錠し出入り口を制限 

・園内の１次池（自然創出ゾーン）の調査や学習の利用を中止 

・降雨等の状況により遊水地内駐車場を閉鎖 

避難誘導・連絡 ・遊水地内駐車車両を上段の情報センター駐車場へ誘導 

・園内の巡視や園内放送、注意報発表看板の公園入口への設置により、

利用者へ注意報発表の周知 

警報発表時 閉園 ・公園利用を中止 

避難誘導・連絡 ・園内巡視や警報発表時看板の設置、園内放送による利用者の確認・誘

導・避難 

情報収集 ・監視カメラを用いた園内の確認 

・パソコン等による情報収集 

越流時 状況確認 ・公園外周や監視カメラにより、越流状況と侵入者の有無を確認 

安全確保 ・越流の見学人が予想される場合、公園外周にスタッフを配置し、適切

な誘導を実施 

注意報（警報）

解除時 

安全確認 ・園内を巡視点検し、異常の有無を確認 

制限解除 ・安全が確認された場合、県藤沢土木事務所に連絡し、速やかに開園 

利用規制 

安全確保 

清掃 

・園内に越流等が認められた場合、県藤沢土木事務所へ連絡し、閉園や

利用制限を継続 

・安全点検及び清掃後、県藤沢土木事務所と協議の上、開園 

 

◆◇◆◇◆◇◆◇    平常時と冠水時と平常時と冠水時と平常時と冠水時と平常時と冠水時とのののの比較比較比較比較    ◇◆◇◆◇◆◇◆    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                 

冠水時 越流時 

平常時 

少年野球場 テニスコート 境川～下飯田ビオトープ 



計画書 10「当該公園の「震災時対応の考え方」に示す初動体制等への対応、 

大規模災害発生時の公園の特性、立地状況等に応じた災害対応の考え方」 

（１）当該公園の「震災時対応の考（１）当該公園の「震災時対応の考（１）当該公園の「震災時対応の考（１）当該公園の「震災時対応の考え方」に示す初動体制等への対応え方」に示す初動体制等への対応え方」に示す初動体制等への対応え方」に示す初動体制等への対応    

私たちは既に「県立都市公園等における災害対策活動指針」を整備し、災害発生時の各

公園と協会本部の対応、及び連絡体制を明確にしています。 

今後は、震災時の対応として、①利用者をいかに安全に避難誘導するか、②発生時の

県や市への協力体制の発揮を重点に、県が作成した「震災時対応の考え方」、及び上記指

針に則り、地震の発生時間、震度に応じた下記の具体的対応を図ります。 

■大規模地震発■大規模地震発■大規模地震発■大規模地震発生時の参集体制と配備体制生時の参集体制と配備体制生時の参集体制と配備体制生時の参集体制と配備体制    

■ 8時 30分から17時 15分に震度４の地震が発生した場合（年末年始を除く） 

来園者への注意喚起等を実施するとともに、園内パトロールによる被害状況の確認と安全措置等を

実施し、被害の有無にかかわらずパトロール開始時刻と被害状況を県藤沢土木事務所（土日祝日の

場合は担当者携帯電話）と公園協会本部へ報告します。 

■時間外及び年末年始に震度４の地震が発生した場合 

地震後、園内をパトロールし、被害状況の確認と安全措置を実施して、8時 30分までに被害の有無

にかかわらず被害状況を県藤沢土木事務所担当者携帯電話と公園協会本部へ報告します。 

■ 横浜市内または藤沢市内で震度５弱以上もしくは県内で震度５強以上、大規模災害発生の場合 

【勤務時間内発生時の対応】 

 □原則、当日勤務している全職員が以下の「配備体制」に基づき対応します。 

【勤務時間外の参集体制】 

 □公園管理主任以上の職員があらかじめ決められた自宅の最寄り公園に参集 

・公園管理主任以上の職員は年１回以上、最寄り公園等の緊急参集訓練に参加し、参集先公園の鍵

の位置や放送設備の使用方法について習得します。 

・職員は参集方法や参集公園が記された「防災カード」を携帯し、緊急時に落ち着いて適切な行動

がとれるようにします。 

・職員は参集し次第、役割分担に従い初動体制を県藤沢土木事務所と協会本部に報告します。 

・震災発生後、「２時間以内」に第一次応急体制として総括責任者、次席責任者、パトロール係、

支援係、連絡係の計５名以上名以上が配備につきます。なお、県内震度６弱以上の場合、第２次

体制として７名以上が配備につきます。 

【配備体制】 

□ 本公園に現地対策本部を設置、公園協会本部には災害対策本部を設置 

□ 震災時の人員配置体制  

  ・総括責任者として園長が対応にあたりますが、園長が参集するまでの間は次席責任者が総括責 
任者を担当します。 

・勤務時間外発生の場合、通常勤務開始時間を以て、時間外参集要員から本公園所属職員へ速や
かに業務を引き継ぎます。 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

係名 主な業務 

連絡係 情報の収集と報告 

パトロール係 
園内巡視、被害報告、利用者誘導、応

急対策実施など 

支援係 
園内施設の点検、救援活動、物資の管

理など パトロール係 

次席責任者 

支援係 連絡係 

総括責任者 



 
【情報の収集と提供】 

□テレビ、インターネット、ラジオ等から広域及び周辺の被害状況、津波発生の有無等、継続的に情報
収集し、園内放送や掲示により利用者への情報提供を行います。  

□公園内の被災箇所の情報を収集します。 
【避難誘導準備】 

□勤務時間中の場合、駐車場、各スポーツ施設等の利用を即中止、閉鎖して、非常用出口の解放や緊急
避難を開始する旨の園内・館内放送を行います。 

 

■警戒宣言発令時（東海地震予知情報）■警戒宣言発令時（東海地震予知情報）■警戒宣言発令時（東海地震予知情報）■警戒宣言発令時（東海地震予知情報）    

東海地震に関わる「警戒宣言」が発令された場合には、上記の震度５弱以上の地震発生時

における初動体制と同様の配備体制を確立します。 

○警戒宣言発令時の対応 

・テレビ、ラジオ、インターネット等から情報を随時、正確に入手し、利用者へ冷静な

対応を促します。 

・消防用設備等の点検、作動確認や非常用備品の確認を行います。 

・鉄道の運行休止や幹線道路の通行止め等により帰宅が困難な利用者に対しては、周辺

の広域避難場所である旧深谷通信所や、地域防災拠点である中和田南小学校へ利用者

を誘導します。 

 

（２）大規模災害発生時の公園の特性、立地状況等に応じた災害対応の考え（２）大規模災害発生時の公園の特性、立地状況等に応じた災害対応の考え（２）大規模災害発生時の公園の特性、立地状況等に応じた災害対応の考え（２）大規模災害発生時の公園の特性、立地状況等に応じた災害対応の考え方方方方    

都市公園として防災機能を適切に発揮させ「地域の災害への備えの強化」に貢献すること

は、公益財団法人である当協会の使命の１つであると考えます。本公園は、境川の水辺空間

と河岸段丘沿いに立地する遊水地であるため、大規模災害発生時の避難場所には適しません

が、東日本大震災発生時に他の県立都市公園が地域住民の避難場所となった教訓を活かし、

公園の防災機能強化を図り、利用者や一時避難してきた地域住民を安全に避難させるための

体制づくりを進めます。 

■災害に備えた事前対策■災害に備えた事前対策■災害に備えた事前対策■災害に備えた事前対策    

普段から必要な機器設備の点検と適切な維持管理を行うとともに、常に最新の地震情報を

利用者に提供できるよう必要な情報の収集に努めます。 

○災害情報の受発信 

ラジオやテレビ、携帯電話への災害情報配信メール、ＳＮＳ等を活用し、起こりうる

災害の情報収集を絶えず行います。 

また、災害に関わる事前の情報（気象警報、地震・津波関連情報、緊急地震速報等）に

素早く対応するため、園内放送で情報を利用者に提供します。 

○災害対策マップの活用と更新 

園内の防災設備の位置、避難場所までの経路等を明示した災害対策マップを作成し、緊

急時に利用者が迷うことなく安全な場所まで避難できるよう、掲示板などに明示します。 

また、公園周辺も含め、公園改修工事の結果や周囲の状況変化に応じて適宜改訂しま

す。 



○利用団体との協力 

本施設では、年間を通じて各種スポーツ大会が数多く開催されます。その際は競技

者だけでなく、大会関係者や観戦者など多数の利用者が来園することから、大会主催

者に対し、あらかじめ緊急時を想定した避難誘導や安全対策について周知を図り、緊

急時には協力して利用者の安全確保に努めるよう呼び掛けます。 

■地域と連携した災害対策■地域と連携した災害対策■地域と連携した災害対策■地域と連携した災害対策    

災害時に限られた職員でも迅速かつ的確な対応がとれるよう、日常から利用者や横浜

市（戸塚区、泉区）、藤沢市と協働で防災訓練を実施するなどして連携を深めます。 

また、本公園から中和田南小学校等の地域防災拠点への誘導方法について、事前に横浜

市と調整し災害に備えるとともに、災害による被害状況や避難経路について迅速に避難者

へ提供する為にハンドマイク等を備えておきます。 

■日常訓練の充実■日常訓練の充実■日常訓練の充実■日常訓練の充実    

緊急時に大勢の利用者を安全に避難誘導できるよう、日頃から定期的に訓練に参加し

たり、独自に訓練を実施します。 

また、利用者や地域住民と一体となって防災をテーマとしたイベントを開催し、楽し

く訓練できる機会を提供します。 

○消防署と連携した日常訓練 

泉消防署と合同で年１回防災訓練を実施しています。平成 28 年度は火災発生時を想

定し、消火訓練や避難訓練、救急救命訓練などを行いました。 

○境川の上流部を含む堰の起立、倒伏に関する連絡調整会議 

当園に隣接して流れる境川に設置された、農業用取水堰の起立及び倒伏時の連絡体

制は、公園と県藤沢土木事務所及び農業団体で年１回連絡調整会議を実施しており、

災害発生時でも連絡体制を活用します。 

■災害対応物品の独自の備蓄■災害対応物品の独自の備蓄■災害対応物品の独自の備蓄■災害対応物品の独自の備蓄    

備蓄に当たっては、自主財源を活用して独自に行います。 

なお、備蓄品は、状況に応じてそれを必要とする他公園や避難場所に提供します。 
 

導入品目 内 容 

災害用備蓄品（食料、水） 
避難してきた近隣住民や帰宅困難者が避難場所（防災拠点）に避難するま

での水と食料を備蓄しています。 

災害用トイレ 断水時にも使用できる災害用トイレキットを配備しています。 

衛星電話 

ＩＰ無線機 

大規模災害時、救急や消防をはじめとする関係機関と確実に連絡取れるよ

う、衛星電話やＩＰ無線機の通信機器を複数設置しています。 

トランシーバー 非常時の園内通信用として配備します。 

燃料等 日常の作業における発生材を活用し、薪や木炭等の燃料を備蓄します。 

スリッパ、ヘルメット 
東日本大震災時の経験から、移動の際のケガ防止のため、スリッパやヘル

メットを用意します。 

ライフジャケット 洪水対応時に職員が着用するため、ライフジャケットを準備します。 



○災害時用自動販売機の設置 

災害時に無料で飲料が供給できる「災害支援型ベンダー」対応の自動販売機を設置し、

緊急時には園長の指示により自動販売機内の飲料を確保できる体制を整えます。 

■災害発生時の協力等について■災害発生時の協力等について■災害発生時の協力等について■災害発生時の協力等について    

県藤沢土木事務所や横浜市・藤沢市の防災担当部局と連携し、速やかな災害対策活動

が行えるよう、必要な連絡調整を行います。また、「震災時対応の考え方」で示された避

難施設等とも連絡調整を図り、連携した災害対応を行います。 

○災害復旧への協力 

事態終息後には、県と指定管理者の役割分担に基づき対応しますが、県による被害

箇所の本格復旧の際にも必要な協力をします。また、災害復旧活動の拠点として県や

市からの要請があった場合、テントやチェーンソー等の必要物資の提供や、救援活動

への支援等も積極的に行います。 

■職員への教育■職員への教育■職員への教育■職員への教育    

大規模災害発生時でも迅速かつ冷静に対応できるように各種災害対策の教育を行いま

す。また、公園毎にも、その特性や立地条件を考慮した職員教育を実施します。 

○避難訓練・初動対応訓練 

公園での避難経路の確認や職員の役割に応じた初動対応訓練を、年１回以上実施し

ます。また、定期的に災害図上訓練も取り入れ、様々なタイプの災害に対応できる体

制を構築します。 

○参集訓練 

勤務時間外に地震が発生したと想定して参集訓練を実施します。本公園職員以外の

参集職員が放送設備の使用方法や扉の開錠方法等を学び、災害時に適切に対応できる

よう訓練します。 

○通信訓練・連絡体制確認 

公園と本部相互の衛星電話等の通信確認や、衛星電話の操作方法、緊急連絡網の再

確認や再構築を実施するとともに、災害時でも冷静に状況報告できるようにします。 



計画書 11 「地域と連携した魅力ある施設づくり」 

（１）地域人材の活用、地域・関係機（１）地域人材の活用、地域・関係機（１）地域人材の活用、地域・関係機（１）地域人材の活用、地域・関係機関関関関ととととの協力の協力の協力の協力体制の構築体制の構築体制の構築体制の構築    

本公園は、地域の活動団体との連携によって、自然環境保全や園内プログラムの充実

に取り組んできました。今後も、地域の団体や人材を積極的に公園に呼び込むことで施設

への愛着や親近感を高め、生きがいづくりやコミュニティ形成の繋がりをさらに強めてい

きます。さらに本施設が行政機関や近隣自治会との間で日常的に連絡調整を図りながら、

一体となった水害対策・防災への取組みを行います。 

 

協働のテーマ 連携先 内 容 

環境学習 藤沢市（ビオトープ管理

者養成講座） 

→平成 26 年度で終了のた

め、今後は類似行事が行われ

る場合に連携 

・現地実習におけるフィールドの活用 

・講座修了生のビオトープ維持管理への参加 

・他の公園緑地への講師派遣依頼の受入れ 

西俣野土地改良区 ・安全な川遊びの方法や川の歴史の紹介 

・境川俣野ゴム堰における生き物観察会 

地域の活動 

支援 

富士見が丘連合自治会 ・新春ふれあいフェスタとの同時開催による事前準備や

広報活動での協力 

県少年野球連盟学童部

等、各種スポーツ団体 
・スポーツ施設を活用した大会等の支援 

地域の自転車愛好会 ・自転車イベント実施への支援 

文化、継承 写真愛好グループ ・園内で撮影した動植物の写真展の開催 

・園内および公園周辺の記録写真の収集 

俳句グループ ・活動および発表の場の提供 

地域伝統文化保存会 ・展示物作成の協働 

・活動および発表の場の提供 

木工芸術グループ ・活動および発表の場の提供 

・園内の自然情報発信への協力要請 

防災、防犯 県藤沢土木事務所 ・大雨・洪水対策時、災害時、緊急時の綿密な情報交換、

迅速で的確な対応 

・その他河川学習、イベント等での連携 

横浜市、藤沢市 ・防災連携、防災訓練等への参加、協力 

警察署 

横浜市及び藤沢市消防署 

・防災訓練、救命救急講習 

・災害時、緊急時の綿密な情報交換、迅速かつ的確な対

応 

  ※ グループの活動状況に応じて連携する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）ボランティア（２）ボランティア（２）ボランティア（２）ボランティア団体等との連携、協働及び育成団体等との連携、協働及び育成団体等との連携、協働及び育成団体等との連携、協働及び育成    

本公園では下記の通り、様々な分野のボランティア団体

が活動しています。これらの活動をより一層促進するため、

ボランティアとの協働の方針や活動支援内容を盛り込んだ

「公園ボランティア活動要綱」を定め、より多くの方がボラン

ティアとして参加できるような環境づくりに努めております。 

また、ボランティアを対象とした研修会の開催や、ボラ

ンティアと職員との共同作業を通じ、維持管理やイベント運

営に関わる手法、技術を伝え、ボランティアの育成につなげ

ます。 

協働のテーマ 連携先 内 容 

自然観察・動植

物調査 

境川遊水地自然観察会 ・ビオトープを中心とした自然観察や調査への

協力、情報交換 

・情報センターでの活動発表 
神奈川県植物誌調査会 

維持管理への 

協力 

境川遊水地 花クラブ 

（29年度活動停止） 
・花植え、花壇づくり活動 

公緑会、ＮＰＯ（ＮＰＯ法人ゆ

めたま等） 
・清掃活動、ビオトープ管理 

地域団体、個人ボランティア 
・野球グラウンド等の整備作業 

・草刈等作業 

イベント運営 

の協力 

地域自然環境保全グループ（藤

沢市ビオトープ管理者の会等） 

・自然体験および河川学習の協働実施、公園主

催イベントへの協力 

湘南凧の会 ・凧あげ大会、大凧の展示 

境川遊水地自然観察会 ・園内の生き物調査、イベントへの協力 

境川流域の自然景観をつくる会 

  

・自然観察会の充実 

・地域の川ガキ育成講座の企画 

  ※ グループの活動状況に応じて連携する。 

（３）他の公園、周辺施設との交流・連（３）他の公園、周辺施設との交流・連（３）他の公園、周辺施設との交流・連（３）他の公園、周辺施設との交流・連携携携携    

私たちはこれまで、近隣の公園や研究機関、文化施設等

と連携し、ビオトープを活用した自然観察会等を多数実施し

てきました。今後も、ビオトープを活用した自然観察や地層

観察等の継続的な環境学習に取り組んでいきます。 

    

■他■他■他■他の公園との連携の公園との連携の公園との連携の公園との連携    

○「花とみどりのフォトコンテスト」の開催 

県立都市公園や県立自然公園を舞台にした「花とみど

りのフォトコンテスト」を開催し、毎年 600点以上の作

品応募があります。 

作品は専門家による審査を行い、入賞作品展を本公園

を始め他公園や病院等で開催しています。

境川での生き物観察会 

    
夜の公園での星空観察会 

入賞作品展 



○公園関係団体を通じた連携 

公園関係団体で構成する首都圏みどりのネットワーク（首都圏公園緑地関係団体連絡

協議会）や県・市公園緑地協会等連絡協議会の中で情報交換や他公園への視察を行い、

引き続き管理運営に反映させていきます。 

■周辺施設との交流・■周辺施設との交流・■周辺施設との交流・■周辺施設との交流・連携連携連携連携    
 

テーマ 連携先 内 容 

自然資源の保全

・魅力発信 

神奈川県生命の星・

地球博物館 

・地層や貝化石研究のデータ共有 

・博物館職員の調査や講座への協力 

・公園主催の地層観察会への技術指導の依頼 

・動植物調査や維持管理の協力体制の構築 

藤沢市湘南台文化セ

ンター 

・協働による観察会や自然体験イベントの実施 

・公園・施設情報やイベント情報を相互に紹介 

横浜市天王森泉公園 ・水辺の生き物観察会等、合同イベントの実施 

・公園・施設情報やイベント情報を相互に紹介 

遊水地機能の 

情報発信 

他の遊水地施設の河

川管理者 

・情報交換・交流、相互の情報発信体制の構築 

 （ホームページに相手方のURL の貼り付けなど） 

 

（４）地域（４）地域（４）地域（４）地域企企企企業等への業務委託による迅速、かつ、きめ細かいサー業等への業務委託による迅速、かつ、きめ細かいサー業等への業務委託による迅速、かつ、きめ細かいサー業等への業務委託による迅速、かつ、きめ細かいサービスの提供に向けたビスの提供に向けたビスの提供に向けたビスの提供に向けた    

取組内容取組内容取組内容取組内容    

地域の企業等は、その地域に精通していることで、迅速かつきめ細かい対応が期待で

きます。 

私たちは、業務委託を行う場合には、今後も地域企業等への発注を優先的に行ってい

きます。さらに、地域雇用の確保、社会的ニーズへの対応といった観点から、地元非営利

団体とも継続的に業務委託することにより地域連携を図ります。 
 

（５）企業（５）企業（５）企業（５）企業のＣＳＲ活動（社会的責任、社会貢献）や学校等との連携のＣＳＲ活動（社会的責任、社会貢献）や学校等との連携のＣＳＲ活動（社会的責任、社会貢献）や学校等との連携のＣＳＲ活動（社会的責任、社会貢献）や学校等との連携    

本公園は、近隣の学校の環境学習の場として活発に利用されています。私たちは社会

貢献の一環として、そのような活動を引き続き受け入れていきます。    

■地域企業の社会貢献活動の受け入■地域企業の社会貢献活動の受け入■地域企業の社会貢献活動の受け入■地域企業の社会貢献活動の受け入れれれれ    

近年、企業のＣＳＲ活動が活発化する中、本公園でも清掃やビオトープの維持管理な

ど、多様な活動を受け入れることができる資質を十分に有しています。そのため、ホーム

ページ等を通じて、そのような活動に対する資材・機材の提供や技術指導など、ＣＳＲ活

動をサポートする体制が整っていることを周知し、積極的に働きかけていきます。 
 
 

協働のテーマ 連携先 内 容 

植物管理 

（花壇管理） 

県内を中心とする企

業 

・園内花壇の植栽種の選定や維持管理など（越流を想定

した園芸品種の試験導入など、企業の種苗技術や花苗

育成技術向上を伴わせた関係づくり） 

イベントの実施 境川流域を中心とす

る県内企業 

 

・サイクリングマナー講習やメンテナンス講習などの自

転車関連イベントの実施に際して、指導および技術の

提供 

・ウォーキングやマラソンイベント実施への協力 



■学校等教育機関との連携■学校等教育機関との連携■学校等教育機関との連携■学校等教育機関との連携    

近隣の小中学校や高等学校をはじめとして、様々な校外活

動のニーズに対応するとともに、園内および地域の生態系や

川の自然の大切さを学ぶ場を提供します。 

また、自然観察グループや大学が境川遊水地で行っている

生物モニタリング等に引き続き協力し、生物データベースの

蓄積や動植物の維持管理において情報共有を行います。 

 

○校外学習の受け入れ 

（下記の実績を踏まえ同様の内容を継続） 

テーマ 連携先 内 容 

学習活動の支援 湘南台小学校 

六会小学校 
・環境学習またはクラブ活動として園内で観察できる身

近な野鳥や水生生物を観察 

・夏休み期間の自由研究や課題研究への協力・支援 

近隣小中高等学校  ・体験学習や理科の授業の一環として、地層観察や貝化

石採集等を実施 

・川の水の働きや遊水地機能の学習 

・職場体験学習活動への支援・協力 

日本大学 ・教職科目である地学の実習として貝化石採取 

・学生の卒業研究等の調査地としての支援 

学校行事の支援 中和田南小学校 

・マラソン大会実施への協力 
泉が丘中学校 

ビオトープの 

保全・再生 

日本大学 ・生物モニタリング等の研究活動への協力 

・生物データベース等の情報共有 

○その他教育機関との連携 

（下記の実績を踏まえ同様の内容を継続） 

テーマ 連携先 内 容 

学習活動の支援 藤沢市教育文化セン

ター ・教職員研修を通じた、本公園の総合学習の場としての

機能や新規プログラムの提案 

・小中学校の団体利用の積極的な誘致 
神奈川県総合教育セ

ンター 

共催イベントの

実施 

神奈川県立生命の星

・地球博物館 

・専門知識を有する学芸員と、本公園のフィールドを活

用し地層観察や貝化石採集等を実施 

横浜薬科大学 
・ウォーキングイベントや健康づくりイベントに協力 

地元小学校による 

貝化石掘り体験 



計画書 12 「適切な積算、節減努力等」 
 

（１）積算（内訳）において特（１）積算（内訳）において特（１）積算（内訳）において特（１）積算（内訳）において特に留意した事項に留意した事項に留意した事項に留意した事項    

指定管理料の積算にあたっては、サービス水準を確保することを基本とし、維持管理

費と人件費の確保に留意しつつ、経費節減の工夫も行いました。 

収支計画書の各項目別に内容を十分精査し、本公園の管理運営に必要な費用を算出し

ました。 

収入計画は、過去４年の実績額を参考に、今後の工夫により更に集客を図ることで自

動販売機利益の増加を見込んだ収入計画としました。 

支出計画は、当協会の規程に基づく適正な人件費と積算資料等に基づく施工単価を用

いて、必要な管理経費を計上しました。また、委託業務においては、低価格契約とならな

いよう配慮した価格で積算をしています。 

 

（２）経費節減（２）経費節減（２）経費節減（２）経費節減    

本公園の管理運営にあたっては、サービス水準をしっかりと確保しつつ、作業のやり

方などを見直し、更に効率的な業務の実施を目指します。 

■他公園との「備品・資材等の共■他公園との「備品・資材等の共■他公園との「備品・資材等の共■他公園との「備品・資材等の共用用用用化」化」化」化」    

県内で多数の施設を運営しており、各施設で様々な備品や資材を保有しています。イ

ベント時に多数の備品等が必要になった場合に、スケールメリットを活かして相互利用す

る「備品・資材等の共用化」を積極的に進め、資材等の購入費用を節減します。 

■費目ごとの経費節減策■費目ごとの経費節減策■費目ごとの経費節減策■費目ごとの経費節減策    

費目ごとの具体的な経費節減策は以下の通りです。    

事務費 

・自主財源でＬＥＤ照明を導入し使用電力量を節減 

・競争原理の導入（見積もり合わせ、入札等） 

・受託者にも業務が計画的に見込めるメリットがある長期継続契約の導入 

・物品購入や機器リースにおける集約発注  

・リース機器が継続使用が可能な場合の再リース 

植物管理費 

施設管理費 

清掃管理費 

利用促進費 

・落ち葉や剪定枝を腐葉土や工作の材料などに活用 

・芝生散水時に雨水を活用し水道使用量を削減 

人件費 
・繁忙期、閑散期に応じた柔軟な人員配置の継続 

・イベントの入場者を予測し、メリハリの利いた人員配置 

＜付属書類＞収支計画書（別添） 



計画書 13「人的な能力、執行体制」 
 

（１）効果的・効率的に指定管理業務を行うための人員（１）効果的・効率的に指定管理業務を行うための人員（１）効果的・効率的に指定管理業務を行うための人員（１）効果的・効率的に指定管理業務を行うための人員配配配配置等の状況置等の状況置等の状況置等の状況    

本公園において、県、県藤沢土木事務所、公園協会本部としっかりとした連絡体制を
つくり、効果的・効率的な管理運営を行います。    

■現地責任者の役割及び経歴、主要職員の役■現地責任者の役割及び経歴、主要職員の役■現地責任者の役割及び経歴、主要職員の役■現地責任者の役割及び経歴、主要職員の役割分担割分担割分担割分担    

○現地責任者は常勤職員とし、行政経験等が豊富な人材を配置します。 

現地責任者 役 割 経 歴 

園長 統括責任者 
・行政経験 30 年以上、河川管理経験 15 年以上 

公園管理経験 1 年以上 

副園長 園長の代行者 ・公園管理経験 8 年以上 

管理運営担当 副園長の代行者 ・公園管理経験 3 年以上 

利用促進担当 
利用促進および
副園長の代行者 

・公共施設等における環境教育実務経験 5 年以上 

○現地責任者のほか、本公園の特性に応じ主要職員を配置します。 

主要職員 役割分担 

公園管理主任 維持管理の主任、管理計画の作成、管理作業 など 

公園管理運営士、上級公園管理運営士、上級公園管理運営士、上級公園管理運営士、上級救命救命救命救命救救救救急講習急講習急講習急講習修了者等公園の管理運営に係る有資格者の配置状況修了者等公園の管理運営に係る有資格者の配置状況修了者等公園の管理運営に係る有資格者の配置状況修了者等公園の管理運営に係る有資格者の配置状況    

本公園の特性に合わせ、公園管理運営士（１名）、ビオトープ管理士（１名）、刈払機
取扱作業者（８名以上）等の有資格者や、上級救命救急講習修了者（３名）等を配置しま
す。 

■県、県出先事務所、指定管理者本部、指定管理者現地との連絡体制■県、県出先事務所、指定管理者本部、指定管理者現地との連絡体制■県、県出先事務所、指定管理者本部、指定管理者現地との連絡体制■県、県出先事務所、指定管理者本部、指定管理者現地との連絡体制    

 

 境川遊水地公園管理事務境川遊水地公園管理事務境川遊水地公園管理事務境川遊水地公園管理事務

公園協会本部公園協会本部公園協会本部公園協会本部 

管理部門 
（総務・経理） 

事業部門 
（都市公園、自然公園等） 

役 

員 

事
務
局
長 

公
園
管
理
主
任 

スタッフ 

スタッフ 

連携・連絡連携・連絡連携・連絡連携・連絡    

モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング    

連絡・報告連絡・報告連絡・報告連絡・報告    

協議・調整協議・調整協議・調整協議・調整    

連絡・報告連絡・報告連絡・報告連絡・報告    

協議・調整協議・調整協議・調整協議・調整    

利
用
促
進
担
当 

管
理
運
営
担
当 

 

副 

園 

長 

園 

長 
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務
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1
人
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・
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～
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時
間

45
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験
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（２）業務の一部を委託す（２）業務の一部を委託す（２）業務の一部を委託す（２）業務の一部を委託する場合の管理・指導体制る場合の管理・指導体制る場合の管理・指導体制る場合の管理・指導体制    

委託業務の実施にあたっては、規程やマニュアルに基づき、業務の進捗に沿って指導

監督を行います。 

■指定管理者としての点検方法、指導監■指定管理者としての点検方法、指導監■指定管理者としての点検方法、指導監■指定管理者としての点検方法、指導監督督督督等等等等    

業務を委託した際には法令順守、品質確保、安全確保、工期厳守、利用者対応に留意

して委託業務の指導監督にあたります。監督員には経験者を配置し、委託先の業務責任者

を指定した上で、日報の提出や現地確認等により指導監督します。また、業務完了後は、

完了検査を実施し業務の履行確認を行い、品質確保を図ります。 

■具体的な委託業務内容■具体的な委託業務内容■具体的な委託業務内容■具体的な委託業務内容    

 

（３）指定期間を通じて安定して指定管理業（３）指定期間を通じて安定して指定管理業（３）指定期間を通じて安定して指定管理業（３）指定期間を通じて安定して指定管理業務務務務を行うための人材育成や職員採用を行うための人材育成や職員採用を行うための人材育成や職員採用を行うための人材育成や職員採用    

本公園の管理運営にあたっては、緑の中に様々な施設や機能が存在する都市公園とし

て多様な利用ニーズに対応するため、自然生態、植物管理、施設管理、安全管理、利用促

進、地域協働など幅広い分野の知識と経験が求められます。  

多様な公園管理業務に対応するため、全員を「ゼネラリストとしての素養を備え、かつ

各専門分野にも長けた職員」として育成することを目標に、職員が積極的に能力開発に取

り組めるよう制度を整えています。 

■人材育成の仕組みの概要■人材育成の仕組みの概要■人材育成の仕組みの概要■人材育成の仕組みの概要    

次のような人材育成の仕組みにより、職員一人ひとりの資質の向上を図ります。 

 

管理内容 業務内容 主な指導監督項目 点検方法 

エアレーショ

ン他 

エアレーション、

目土かけ、施肥 

芝生に目土が適量に散布さ

れるよう指導 

指定の数量、種類が散布され

たか等を点検 

草刈 法面等の草刈 刈残し区画の指示、作業に

よる石等飛散防止について

指導 

指定範囲の除草が実施され

たか等を点検 

有人警備 年末年始の巡回警

備 

適切かつ迅速な利用者対応

について指導 

作業日報により、適切に履行

しているか点検 

スクリーニン

グス 

スクリーニングス

敷均し 

トラック全体が均一に敷き

ならされるよう指導 

トラックの凹凸解消 

一般ゴミ・廃棄

物 

ゴミ・残材運搬・

処理 

マニフェストにより事業者

と契約を取り交わし実施 

廃棄場所・方法について、産

業廃棄物管理票により点検 
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【人材育成の仕組み】 

業
務
実
績
の
向
上

職 員

能力開発の取組み

表彰、昇給、継続雇用等

研

修

受

講

（日々のOJT・目標管理含む）

資

格

取

得

人

材

交

流

他職員へ

ノウハウの伝承

職務毎の育成テーマの設定

個人の特殊キャリア

知

識

・

技

術

の

習

得

人

事

評

価

資

質

の

向
上

 

 

■能力開発■能力開発■能力開発■能力開発のののの取組み取組み取組み取組み    

○職務内容に合わせた研修の受講 

他公園の先進事例調査や、各種研修に参加する等、利用促進や管理運営マネジメン

トについての知識や技術を高めます。 

○公園の管理運営に活用できる資格取得の推進  

公園管理運営士をはじめとした資格取得費用の補助を行うなど、積極的に職員の資

格取得を奨励しています。 

○人材交流等の促進 

新たな知識や管理手法等を習得するため、民間企業等との人材交流を図っていま

す。 

■職員の「やる気」と「潜在能力」を引き出す仕■職員の「やる気」と「潜在能力」を引き出す仕■職員の「やる気」と「潜在能力」を引き出す仕■職員の「やる気」と「潜在能力」を引き出す仕組組組組みみみみ    

当協会は、業務実績の向上に努めた職員を公平・平等に評価する「職員表彰制度」や「人

事評価制度」を導入しています。これらの制度を適切に運用し、職員の業務の達成感や満

足度を高め、職員自らが更なる自己研さんに取組む意欲を高め、質の高い管理運営や組織

全体の活性化を図ります。 

■職員の採用について■職員の採用について■職員の採用について■職員の採用について    

当協会は、指定管理業務を着実・安定的に実施するため、公園を愛し、熱意のある、専

門知識を有する人材を公募により常に確保しています。 

非常勤職員については、地域の雇用促進や災害時の対応を考慮し、できる限り地元の方

を採用しています。 
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計画書 14「コンプライアンス、社会貢献」 

 

（１）指定管理（１）指定管理（１）指定管理（１）指定管理業業業業務を実施するために必要な団体等の諸規程の整備、法令務を実施するために必要な団体等の諸規程の整備、法令務を実施するために必要な団体等の諸規程の整備、法令務を実施するために必要な団体等の諸規程の整備、法令遵守の徹底遵守の徹底遵守の徹底遵守の徹底    

にににに向向向向けけけけた取組た取組た取組た取組    

私たちは、「就業、給与、決裁、会計及び個人情報等」に関する諸規程を定め、公開す

るとともに適正な取扱いを徹底しています。 

また、「コンプライアンス要綱」に基づき、責任ある執行と法令遵守の徹底を図ります。 

■■■■当協当協当協当協会会会会の諸規程の諸規程の諸規程の諸規程    

種 別 内 容 規 程 

職員の就業 勤務時間、休日、時間外勤務、及

び年次休暇、特別休暇、服務、安

全衛生、表彰、懲戒等および職員

の勤務意欲や業務能率の向上を目

的とした表彰制度や提案制度等の

整備 

公益財団法人神奈川県公園協会職員就業規程 

公益財団法人神奈川県公園協会非常勤職員の

雇用、給与、勤務時間等に関する規程 

給与 職員の給与や手当についての必要

事項 

公益財団法人神奈川県公園協会職員給与規程 

会計 適切な会計処理に関する必要事項 公益財団法人神奈川県公園協会会計規程 

非常勤職員の

雇用等 

規程、規則において、非常勤職員

の雇用、給与等、勤務時間の割振

り、休暇等についての必要事項 

公益財団法人神奈川県公園協会非常勤職員の

雇用、給与、勤務時間等に関する規程 

決裁 業務の執行ならびに人事等に関す

る決裁に関する必要事項 
公益財団法人神奈川県公園協会職務権限規程 

法令遵守 法令遵守に関する必要事項 コンプライアンス要綱 

コンプライアンスガイドライン 

その他 情報公開、情報保護に関する必要

事項 
公益財団法人神奈川県公園協会情報公開規程 

公益財団法人神奈川県公園協会個人情報保護

規程 

■法令遵守の取■法令遵守の取■法令遵守の取■法令遵守の取組み組み組み組み状況状況状況状況    

公益財団法人としての使命を自覚し、社会的信頼の維持及び業務の公正性の確保に資

するため、「コンプライアンス要綱」や「コンプライアンスガイドライン」を定め、これ

らを研修等において周知することで、役職員のコンプライアンスの徹底を図っています。 
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（２）個人情報保護について（２）個人情報保護について（２）個人情報保護について（２）個人情報保護についての考え方・の考え方・の考え方・の考え方・方方方方針針針針及及及及びびびび個人情報の取扱い個人情報の取扱い個人情報の取扱い個人情報の取扱い    

当協会の規程等に即し、利用者の情報をはじめとした各種個人情報を、適正に取扱い

ます。 

■個■個■個■個人情報保護のための仕組み人情報保護のための仕組み人情報保護のための仕組み人情報保護のための仕組み    

本公園では、様々な個人情報を取り扱っており、公園の管理運営に関わる全てのスタ

ッフが、個人情報保護の重要性を認識して業務を行います。 

万が一、個人情報の漏えいが発生した場合は、速やかに当協会全体の個人情報管理者

である事務局長を始め、関係機関、対象者に報告するとともに、二次漏えいの防止に努め

ます。 

○諸規程の整備 

当協会では、県の個人情報保護条例、及び指定管理者と県が締結する基本協定書に

基づき、「公益財団法人神奈川県公園協会個人情報保護規程」を定め、さらに同規程第

９条（個人データの適正管理）を受け作成した「個人情報の扱いに関するガイドライン」

において具体的な取り扱い事項を定める等、適切な諸規程を整備しています。 

○取扱いの徹底 

・管理責任者の明確化 

公園ごとに個人情報取扱責任者を配置し、ガイドラインに沿った個人情報の取り

扱いを行います。 

・研修等による職員への周知徹底 

毎年実施する協会全体の職員研修、各公園の定例の全体会議等において、「個人情

報の扱いに関するガイドライン」に基づいた研修や、パソコン管理者向けに適切な

データ管理についての研修を実施します。 

・パソコンデータの取り扱いに関するセキュリティの強化 

個人情報は主にパソコンデータにより管理していることから、適切なデータ管理

を行なうとともに、コンピュータウイルスへの感染や外部からの不正アクセス等

によるデータ流出の防止に取組んでいきます。 

※情報公開の申出があった場合は「公益財団法人神奈川県公園協会情報公開規程」の

定めにより、個人情報等の除外事項を除き、情報を開示します。 
 

（３）指定管理業務を行う際の環境への配慮（３）指定管理業務を行う際の環境への配慮（３）指定管理業務を行う際の環境への配慮（３）指定管理業務を行う際の環境への配慮    

公園は神奈川県の豊かな緑を構成する一部であり、自然の多様性に触れ、自然を大切

にする心を育む場所です。従って、環境配慮の重要性について普及啓発するための重要な

フィールドであると捉えています。 

本公園の管理運営にあたっては、「神奈川県環境方針」を踏まえた取組みを行います。 
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■独自システムによる総合的な環境マネジメントの実践■独自システムによる総合的な環境マネジメントの実践■独自システムによる総合的な環境マネジメントの実践■独自システムによる総合的な環境マネジメントの実践    

私たちは、「エコアクション２１」を参考として独自に構築した環境マネジメントシス

テムにより、総合的な環境マネジメントを推進し環境負荷の軽減と生物多様性の保全を図

っています。 

○環境マネジメントシステム（EEEEcological MMMManagement SSSSystem）の特徴 

これまでの都市公園や自然公園における協会の取組みを踏まえ、環境負荷の軽減と

ならんで、自然環境の保全・緑化推進、普及啓発を大きな３つの取組方針としたシス

テムです。 

当協会では、年１回、自己評価を実施しながら引き続きＰＤＣＡサイクルによるシ

ステムの運用を行っていきます。 

具

体

的

取

組

み

協会全体

の取組み

本公園独自

の取組み

取組方針 環境負荷の軽減
自然環境の保全

・緑化推進
普及啓発

電気、ガス、水道

使用量の削減

グリーン購入

再生紙利用

ゴミの減量

資源の有効活用

廃棄物の適正処理

自然環境の

モニタリング

希少種の保全

外来種の防除

生態系に配慮した

資材の仕様・管理

植樹、緑のカーテン

の実施

観察会、体験教室

の実施

企業のＣＳＲ受入れ

自然情報の発信

エコドライブ等の啓発

閑散期のシャワー室

利用停止による

ガス使用量削減

協働による

ビオトープ管理

在来植物による緑化

親子自然遊び教室

モニタリング結果を

活用した特別展示

自自自自らのらのらのらの環境負担軽減環境負担軽減環境負担軽減環境負担軽減へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ

持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会のののの構築構築構築構築

 

○システム推進のための組織体制 

当協会で管理運営する各公園に「エコリーダー」を置き、公園協会本部に体制の統括

責任者として「環境代表者」を配置し、様々な取組みの実施と実績について、年１回、

評価を行います。その結果をＰＤＣＡサイクルにより、継続的に改善を図っていきま

す。 

■環境負荷軽減■環境負荷軽減■環境負荷軽減■環境負荷軽減の具体的取組みの具体的取組みの具体的取組みの具体的取組み    

○不要な照明や電子機器類の電源オフ、クールビズ・ウォームビズの推進 

○グリーン購入（トイレットペーパー・コピー用紙、石灰）、再生紙利用 

○自主財源により公園事務所および建物内の照明をＬＥＤ化 

○植物発生材のリサイクル化による資源循環型維持管理 

○環境にやさしいスポーツ施設の維持管理（環境に配慮したライン材の使用等） 
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■自然環境の保全と緑化推進の具体的取組み■自然環境の保全と緑化推進の具体的取組み■自然環境の保全と緑化推進の具体的取組み■自然環境の保全と緑化推進の具体的取組み    

○園内の植生や、野生動植物など自然環境の調査の実施（神奈川県植物誌調査会、境川

自然観察会調査等） 

○外来植物等（セイタカアワダチソウ、オオカワヂシャ、アレチウリ等）の除去 

○大学等との協働によるビオトープ管理作業による生物多様性の促進と啓発 

■普及活動を通じた利用者・地域への発信の具体的取組み■普及活動を通じた利用者・地域への発信の具体的取組み■普及活動を通じた利用者・地域への発信の具体的取組み■普及活動を通じた利用者・地域への発信の具体的取組み    

○公園周辺アクセス道路における清掃活動「ゴミゼロアクセス」の実施 

○地元企業のＣＳＲ活動受け入れ（ビオトープ維持管理作業等） 

○情報センター館内での季節毎の生物写真の展示と解説による自然情報発信 

○公園ホームページ「自然ブログ」での自然情報発信 

○看板・チラシによるアイドリングストップ呼びかけで、エコドライブの啓発 

○「貝化石掘り体験」「星空教室」等による子どもたちへの自然体験の提供 

 

 

（４）（４）（４）（４）障障障障害害害害者雇用促進の者雇用促進の者雇用促進の者雇用促進の考え方考え方考え方考え方    

公園は、障がい者にとって憩いの場でもありますが、一方で働きやすいフィールドで

もあります。当協会は、障がい者が業務を行う上でのハンデキャップの解消に努め、より

働きやすい環境づくりに取組みます。 

今後の本公園の管理運営にあたっても、特別支援学校の生徒の就労に向けたインター

ンシップ（就労体験）の受け入れに協力するなど、地域の障がい者雇用を促進するため、

就労機会の提供に取組みます。 

■法定雇用率上回る雇用努力■法定雇用率上回る雇用努力■法定雇用率上回る雇用努力■法定雇用率上回る雇用努力    

当協会全体では、令和２年６月１日度現在、５公園６人を雇用(障がい者雇用義務３人）。 

■障がい者雇用を行う企業等への積極的な業務発注■障がい者雇用を行う企業等への積極的な業務発注■障がい者雇用を行う企業等への積極的な業務発注■障がい者雇用を行う企業等への積極的な業務発注    

私たちは、障がい者の直接雇用に加え、障がい者就労施設への積極的な業務発注に努

め、地域の障がい者支援施設の施設外就労を支援しています。 

 

対象施設・事業 具体的な作業 発注先（平成27年度実績） 

相模原公園 
除草、清掃等公園内の維持管理
作業 

社会福祉法人への委託 
（すずらんの会ワークショップ・フレンド） 

辻堂海浜公園 園内の清掃 
特定非営利活動法人への委託 
 （木曜クラブ） 

茅ケ崎里山公園 
除草、清掃等公園内の維持管理
作業 

社会福祉法人への委託 （ライフ湘南） 

当協会花苗事業 花苗・苗木の生産 
社会福祉法人への委託 
 （進和学園） 

※障がい者の法定雇用率の高い企業へ優先的に発注する仕組みづくりにも取組んで

いきます。 

 


